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労働契約における競業避止義務の要件事実論的分析

労
働
契
約
に
お
け
る
競
業
避
止
義
務
の
要
件
事
実
論
的
分
析
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め
に

　

労
働
者
が
退
職
す
る
際
、
使
用
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は
、
労
働
者
と
の
間
で
共
有
し
た
自
社
の
顧
客
情
報
や
技
術
情
報
を
守
る
た
め
に
、
労
働
者
は
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は
じ
め
に
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競
業
避
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づ
く
請
求

　

1　

訴
訟
物

　

2　
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求
原
因
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競
業
避
止
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務
の
存
在
と
違
反
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害

　
　

⑶　

差
止
め
を
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求
す
る
場
合

　

3　

抗
弁
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再
抗
弁

　
　

⑴　

競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
に
関
連
す
る
抗
弁
・
再
抗
弁

　
　

⑵　

そ
の
他
の
抗
弁
・
再
抗
弁

三　

競
業
行
為
を
理
由
と
す
る
退
職
金
の
不
支
給

　

1　

訴
訟
物

　

2　

請
求
原
因

　

3　

抗
弁
以
下

　
　

⑴　

不
支
給
条
項
の
有
効
性

　
　

⑵　

不
支
給
事
由
の
該
当
性

　
　

⑶　

使
用
者
か
ら
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟
の
場
合
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退
職
し
た
後
に
使
用
者
と
競
業
し
な
い
と
い
う
内
容
の
誓
約
書
な
ど
に
（
使
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
）
署
名
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

し
て
、
労
働
者
が
こ
の
誓
約
書
に
違
反
し
た
場
合
に
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
、
①
損
害
賠
償
の
請
求
や
②
退
職
金
の
不
支
給

措
置
な
ど
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
労
働
者
の
退
職
後
に
は
、
そ
の
競
業
避
止
義
務
な
ど
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
。

　

①
競
業
避
止
義
務
と
は
、
役
務
提
供
者
（
労
働
者
な
ど
）
が
、
役
務
受
領
者
（
使
用
者
な
ど
）
の
競
合
事
業
を
設
立
・
運
営
す
る
こ

と
、
役
務
受
領
者
の
競
合
他
社
に
就
職
す
る
こ
と
、
役
務
受
領
者
の
顧
客
を
勧
誘
し
、
取
引
す
る
こ
と
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ど
の
役
務
受
領
者
に
対
す
る
役
務
提
供
者
の
不
作
為
の
義
務
で
あ
る
。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
、
役
務
受
領
者
は
、
役
務
提
供
者

に
対
し
、
損
害
賠
償
や
競
業
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
在
職
中
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
に
対
し
、
労
働

契
約
に
基
づ
く
付
随
義
務
で
あ
る
誠
実
義
務
の
一
環
と
し
て
、
競
業
避
止
義
務
を
負
う
。
し
か
し
、
労
働
者
の
退
職
後
は
、
競
業
避

止
義
務
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
労
働
契
約
が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
競
業
避
止
義
務
を
負
わ
せ
る
に
は
、
別
の
契
約
上
の

根
拠
（
競
業
避
止
特
約
）
が
必
要
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
記
の
よ
う
な
誓
約
書
へ
の
署
名
な
ど
に
よ
っ
て
競
業
避

止
特
約
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
同
特
約
は
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
（
憲
法
二
二
条
一
項
）
を
制
約
す
る
こ
と
か
ら
、
当
然

に
は
有
効
に
な
ら
ず
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
公
序
違
反
（
民
法
九
〇
条
）
と
し
て
無
効
に
な
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
、
と

解
さ
れ
て
い
る
。

　

②
ま
た
、
退
職
後
に
行
わ
れ
た
労
働
者
の
競
業
行
為
に
対
し
て
は
、
上
記
の
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
競
業
避
止
義

務
の
違
反
を
理
由
と
す
る
請
求
の
ほ
か
、
退
職
金
を
支
給
し
な
い
と
い
う
対
抗
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
退
職
金

の
支
給
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
退
職
金
規
程
な
ど
に
定
め
ら
れ
た
退
職
金
不
支
給
条
項
を
根
拠
と
す
る
措
置
で
あ
る（

（
（

。
そ
の
よ
う
な

事
案
で
は
、
労
働
者
の
行
為
が
当
該
条
項
の
定
め
る
不
支
給
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
①
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
請
求
（⇒

二
）
や
、
②
退
職
金
の
不
支
給
条
項
（⇒

三
）
を
め
ぐ
る
要
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件
事
実
論
を
検
討
し
、
主
張
立
証
上
、
重
視
さ
れ
う
る
点
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

二　

競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
請
求

1　

訴
訟
物

　

退
職
後
の
労
働
者
が
負
う
競
業
避
止
義
務
の
発
生
根
拠
は
、
前
記
一
の
通
り
、
労
働
契
約
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
競
業
避
止
特
約

で
あ
る（

（
（

。
そ
し
て
、
競
業
避
止
義
務
違
反
の
法
的
効
果
に
は
、
①
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
（
民
法
四
一
五
条
一
項
本
文
）

お
よ
び
②
不
作
為
債
務
の
履
行
請
求
と
し
て
の
競
業
行
為
の
差
止
め
（
民
法
四
一
四
条
一
項
本
文
、
民
事
執
行
法
一
七
一
条
一
項
二
号
参

照
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
物
は
、
①
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
、
お
よ
び
、
②

競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
で
あ
る
。

　

訴
訟
物
①
を
前
提
と
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
は
、
図
1
ま
た
は
図
2
、
訴
訟
物
②
を
前
提
と
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
ダ
イ
ア
グ
ラ

ム
は
図
3
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
（
本
稿
の
図
は
い
ず
れ
も
執
筆
者
作
成
）（

（
（

。
以
下
、
具
体
的
な
要
件
事
実
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

な
お
、
後
記
2
⑴
お
よ
び
⑵
の
議
論
を
踏
ま
え
（
解
釈
が
問
題
と
な
る
条
文
自
体
は
異
な
る
た
め
、
あ
く
ま
で
方
向
性
を
示
す
に
と
ど

め
る
趣
旨
で
あ
る
が
）、
退
職
後
の
労
働
者
の
競
業
避
止
義
務
も
労
働
契
約
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
れ
ば
、
使
用
者

と
労
働
者
と
の
間
の
競
業
避
止
特
約
の
締
結
は
就
業
規
則
の
規
定
で
も
代
替
で
き
る
が
、
競
業
避
止
義
務
違
反
の
損
害
賠
償
額
予
定

合
意
は
効
力
を
有
し
な
い
、
と
い
う
方
向
に
な
る
だ
ろ
う
（
図
1
）。
他
方
で
、
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
は
も
は
や
労
働
契
約
の

問
題
で
は
な
い
と
い
う
性
格
が
貫
徹
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
義
務
を
就
業
規
則
の
効
力
に
よ
っ
て
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
個

別
合
意
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
に
付
随
す
る
賠
償
額
予
定
合
意
は
無
効
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
（
図

2
）。
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図
1　
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
事
実
①
―
―
競
業
避
止
特
約
＝
「
労
働
契
約
」
の
立
場
か
ら
？

1　
❶
XY
間
の
労
働
契
約
の
締
結

❷
就
業
規
則
上
の
競
業
避
止
義
務
規
定

❸
❷
の
就
業
規
則
周
知

❹
❷
の
規
定
や
変
更
（
追
加
）
に
関
す
る

合
理
性
（
評
価
根
拠
事
実
）

　［
i］　
❷
所
定
の
範
囲
の
競
業
制
限
を

正
当
化
す
る
利
益
＋
Y
の
地
位

　［
ii］
代
償
措
置
が
十
分
ま
た
は
不
要

　［
iii］
労
働
者
に
背
信
性
あ
り

2　
Y
が
1❷
に
違
反
し
た

3　
損
害
の
発
生
・
数
額

4　
2
と
3
と
の
間
の
因
果
関
係

訴
訟
物
：
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権

抗
弁

請
求
原
因

再
抗
弁

評
価
障
害
事
実

請
求
原
因
1❷
に
基
づ
く
X
の
権
利
行
使
に
つ
き

権
利
濫
用
の
評
価
根
拠
事
実
（
モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避

止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
）

請
求
原
因
1❹
の
合
理
性
の
評
価
障
害
事
実
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図
2　
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
事
実
②
―
―
競
業
避
止
特
約
≠
「
労
働
契
約
」
の
立
場
か
ら
？

1　
XY
間
の
競
業
避
止
特
約
の
締
結

2　
Y
が
1
の
特
約
に
違
反
し
た

3　
XY
で
2
に
つ
き
損
害
賠
償
額
予
定
合
意

訴
訟
物
：
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権

請
求
原
因

抗
弁

請
求
原
因
3
の
合
意
が
公
序
に
違
反
す
る
こ
と

（
評
価
根
拠
事
実
）

　
・
実
損
害
に
対
し
著
し
く
過
大
な
賠
償
額
の
予
定

再
抗
弁

請
求
原
因
3
の
予
定
賠
償
額
よ
り
実
損
害
が

小
さ
い
こ
と

評
価
障
害
事
実

請
求
原
因
1
の
特
約
が
職
業
選
択
の
自
由
を
侵
害

し
、
公
序
に
違
反
す
る
こ
と
（
評
価
根
拠
事
実
）

　
・
代
償
措
置
な
し
ま
た
は
不
十
分

　
・
Y
の
転
職
は
通
常
の
態
様
（
背
信
性
な
し
）

4　
損
害
の
発
生
・
数
額

5　
2
と
4
と
の
間
の
因
果
関
係

予
備
的
請
求
原
因

主
張
自
体
失
当

請
求
原
因
1
が
XY
間
の
労
働
契
約
に
関
す
る
こ
と

主
張
自
体
失
当

評
価
障
害
事
実

　
・
請
求
原
因
1
所
定
の
範
囲
の
競
業
制

　
　
限
を
正
当
化
す
る
利
益
+Y
の
地
位

　
・
代
償
措
置
が
十
分
ま
た
は
不
要

　
・
労
働
者
に
背
信
性
あ
り
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2　

請
求
原
因

⑴　

競
業
避
止
義
務
の
存
在
と
違
反

　

前
記
1
①
②
の
い
ず
れ
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
も
、
訴
訟
物
た
る
権
利

関
係
を
基
礎
づ
け
る
請
求
原
因
と
し
て
、
ま
ず
は
、
①
使
用
者
と
労
働

者
と
の
間
に
お
け
る
競
業
避
止
特
約
の
締
結
、
②
労
働
者
に
よ
る
①
の

競
業
避
止
特
約
の
違
反
が
必
要
と
な
る
。

　

労
働
者
が
退
職
時
に
使
用
者
に
求
め
ら
れ
て
署
名
す
る
、
競
業
を
行

わ
な
い
旨
の
誓
約
書
は
、
①
の
競
業
避
止
特
約
の
締
結
の
典
型
的
な
例

で
あ
る
と
い
え
る（

（
（

。
一
方
、
競
業
避
止
特
約
が
採
用
時
や
在
職
中
に
締

結
さ
れ
た
場
合
、
労
働
契
約
の
締
結
自
体
は
競
業
避
止
特
約
の
本
質
的

要
件
で
は
な
い
が
、
従
前
に
労
働
契
約
が
存
在
し
、
そ
れ
が
終
了
す
る

こ
と
が
退
職
時
点
以
降
の
競
業
避
止
義
務
の
発
生
要
件
と
し
て
特
約
に

定
め
ら
れ
る
た
め
、
労
働
契
約
の
存
在
と
終
了
の
事
実
も
要
件
事
実
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
競
業
避
止
特
約
の
規
定
内
容
の
解
釈
と
関

連
し
て
、
被
告
た
る
労
働
者
が
負
う
競
業
避
止
義
務
の
内
容
が
問
題
と

な
る
こ
と
も
あ
る
（
後
記
3
⑴（
ⅲ
））。

　

こ
の
競
業
避
止
特
約
の
存
在
を
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
間
の
個
別

の
合
意
か
ら
で
は
な
く
、
就
業
規
則
の
効
力
と
し
て
労
働
契
約
の
内
容

と
な
っ
た
（
労
働
契
約
法
七
条
本
文
・
一
〇
条
本
文
）、
退
職
後
の
労
働

抗弁請求原因

1　❶XY間の労働契約の締結
❷就業規則上の競業避止義務規定
❸❷の就業規則周知
❹❷の規定や変更（追加）に関する
　合理性（評価根拠事実）

　［i］　❷所定の範囲の競業制限を
正当化する利益+Yの地位

　［ii］代償措置が十分または不要
　［iii］労働者に背信性あり
2　Yが 1❷に違反した
3　Xの営業上の利益の現実の侵害
または侵害の具体的なおそれ

訴訟物：競業避止特約に基づく差止請求権

請求原因 3の侵害状態の消滅

請求原因 1❹の合理性の評価障害事実

図 3　�競業避止特約に基づく競業差止請求の要件事実――東京リーガルマインド事
件参照



7

労働契約における競業避止義務の要件事実論的分析

者
の
競
業
避
止
義
務
を
明
記
す
る
就
業
規
則
上
の
規
定
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
す
な
わ
ち
、「
労
働
条
件
」（
同
七
条

本
文
・
一
〇
条
本
文
）
に
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
の
有
無
・
内
容
が
含
ま
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る（

（
（

。（
Ａ
）
こ
れ
を
否
定
す

る
見
解
も
あ
り（

（
（

、
退
職
後
は
労
働
契
約
に
基
づ
く
競
業
避
止
義
務
を
負
う
立
場
に
な
い
こ
と
（
前
記
一
）、
契
約
終
了
後
の
競
業
避

止
義
務
が
広
く
役
務
提
供
関
係
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
問
題
（
ひ
い
て
は
、
契
約
に
よ
る
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
問
題
）
で
あ

り
（
（
（

、
労
働
契
約
に
特
有
の
問
題
と
い
う
も
の
で
な
い
こ
と
、
な
ど
を
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
私
見
と
し
て
は
妥
当

と
考
え
る
（
図
2
）。（
Ｂ
）
も
っ
と
も
、
裁
判
例
は
、
就
業
規
則
の
規
定
を
競
業
避
止
義
務
の
発
生
根
拠
と
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て

お
り（

（
（

、
学
説
で
も
、
在
職
中
の
労
働
条
件
と
関
連
し
て
同
義
務
が
設
定
さ
れ
う
る
こ
と
な
ど
労
働
契
約
本
体
と
の
密
接
関
連
性
か
ら
、

合
理
性
判
断
を
厳
格
に
行
う
こ
と
を
前
提
に
、
就
業
規
則
に
よ
る
同
義
務
設
定
を
肯
定
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

（
Ｂ
）
の
肯
定
説
に
立
て
ば
、
①
個
別
の
競
業
避
止
特
約
の
締
結
に
代
え
て
、
就
業
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
競
業
避
止
特
約
の
存
在

を
主
張
立
証
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
具
体
的
な
要
件
事
実
と
し
て
、
使
用
者
は
、
❶
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
に
お
け
る
労
働

契
約
の
締
結
、
❷
退
職
後
の
労
働
者
に
対
し
て
競
業
避
止
義
務
を
課
す
就
業
規
則
上
の
規
定
、
❸
❷
の
規
定
を
含
む
就
業
規
則
の
周

知
、
❹
❷
の
規
定
内
容
の
合
理
性
（
労
働
契
約
法
七
条
本
文
）
ま
た
は
❷
の
規
定
に
係
る
就
業
規
則
変
更
の
合
理
性
（
同
一
〇
条
本

文
）（

（1
（

の
評
価
根
拠
事
実
、
を
主
張
立
証
す
る
必
要
が
あ
る（

（1
（

（
図
1
）。
そ
し
て
、
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
❹
の
合
理
性
で
は
、
❷
の
規

定
そ
れ
自
体
（
同
七
条
本
文
）
や
そ
の
追
加
・
変
更
（
同
一
〇
条
本
文
）
に
よ
る
職
業
選
択
の
自
由
へ
の
制
約
が
過
度
な
も
の
で
な
い

か
を
検
討
し
て
お
り
（
憲
法
学
に
お
け
る
人
権
規
定
の
私
人
間
効
力
の
問
題
）、
そ
れ
に
当
た
っ
て
は
、
後
記
3
⑴
と
同
様
の
事
情
が
考

慮
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

②
の
問
題
に
関
連
し
、
競
業
避
止
特
約
に
は
競
業
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
者
の
顧
客
へ
の
勧
誘
行
為
を
禁
止
す
る

も
の
な
ど
も
あ
る
と
こ
ろ
、
退
職
労
働
者
の
行
為
が
、
そ
の
締
結
し
て
い
る
特
約
所
定
の
禁
止
事
項
に
該
当
し
た
か
ど
う
か
も
争
点

に
な
り
う
る（

（1
（

。
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⑵　

損　

害

　
「
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
」
と
い
う
訴
訟
物
た
る
権
利
関
係
を
基
礎
づ
け
る
に
は
、

前
記
⑴
の
①
お
よ
び
②
に
加
え
て
、
③
損
害
の
発
生
お
よ
び
数
額
、
④
②
と
③
と
の
間
の
因
果
関
係
の
主
張
立
証
が
必
要
と
な
る
。

競
業
避
止
義
務
違
反
に
よ
っ
て
使
用
者
に
発
生
す
る
損
害
と
し
て
は
、
競
業
行
為
（
債
務
不
履
行
）
が
な
け
れ
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
逸
失
利
益
が
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
こ
の
逸
失
利
益
の
立
証
（
お
よ
び
認
定（

（1
（

）
は
困
難
を
伴
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
損

害
額
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
間
で
あ
ら
か
じ
め
合
意
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
予
定
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
（
民
法
四
二
〇
条
一
項
）。
こ
れ
を
行
っ
た
場
合
、
原
告
は
上
記
③
お
よ
び
④
に
代
え
て
、
③
使
用
者
と
労
働
者
と

の
間
の
損
害
賠
償
額
の
予
定
の
合
意
お
よ
び
そ
の
内
容
を
立
証
す
れ
ば
足
り
る
。
も
っ
と
も
、
労
働
契
約
の
不
履
行
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
損
害
賠
償
額
の
予
定
に
関
す
る
合
意
を
し
た
と
し
て
も
、
賠
償
予
定
の
禁
止
を
定
め
た
労
働
基
準
法
一
六
条
に
よ
り
、
そ
の

合
意
は
違
法
で
あ
っ
て
無
効
と
な
る
。
退
職
後
の
労
働
者
に
競
業
避
止
義
務
を
課
す
特
約
の
不
履
行
が
同
条
に
い
う
「
労
働
契
約
の

不
履
行
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
特
約
に
伴
う
損
害
賠
償
額
の
予
定
が
同
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
は
、
裁
判
例
に
お
い

て
も
、
同
条
違
反
で
あ
る
と
す
る
も
の（

（1
（

、
同
条
違
反
で
な
い
と
す
る
も
の（

（1
（

、
同
条
に
触
れ
て
い
な
い
も
の（

（1
（

が
あ
り
、
見
解
が
定
ま
っ

て
い
る
と
は
言
い
難
い（

（1
（

。
同
条
に
は
違
反
し
な
い
と
い
う
見
解
を
採
用
す
れ
ば
、
使
用
者
は
、
③
お
よ
び
④
の
主
張
立
証
に
代
え
て
、

③
を
主
張
立
証
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
図
2
）。
一
方
、
同
条
に
違
反
す
る
と
い
う
見
解
を
採
用
す
れ
ば
、
競
業
避
止
義
務
違
反
に

よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
の
立
証
は
、
③
で
は
足
り
ず
、
③
お
よ
び
④
が
必
要
と
な
る
（
図
1
）。

⑶　

差
止
め
を
請
求
す
る
場
合

　

競
業
避
止
義
務
違
反
に
基
づ
く
差
止
請
求
は
、
本
来
的
に
は
契
約
に
基
づ
く
不
作
為
債
務
の
履
行
請
求
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て

い
る
が
、
こ
の
差
止
め
は
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
直
接
的
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
③＊

「
当
該
競
業
行
為
に

´

´

´
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よ
り
使
用
者
が
営
業
上
の
利
益
を
現
に
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
具
体
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
実
体
上
の
要

件
」
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
裁
判
例
が
あ
る（

（2
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
裁
判
例
に
お
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
を
示
し
た
の
は
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
仮
処
分
命
令
申
立
事
件
の
う
ち
の
一
部
で
あ
り（

（2
（

、
本
案
訴
訟
で
差
止
請
求
を
認

容
し
た
事
件
は
侵
害
要
件
そ
の
も
の
に
は
触
れ
て
い
な
い（

（2
（

。
ま
た
、
③＊

の
侵
害
要
件
の
内
容
は
、
仮
処
分
命
令
申
立
て
の
要
件
で
あ

る
「
保
全
の
必
要
性
」（
民
事
保
全
法
一
三
条
）
な
ど
と
の
重
複
も
大
き
く
、
そ
の
要
否
に
加
え
、
内
容（

（2
（

や
位
置
づ
け
な
ど
に
つ
い
て

も
、
な
お
理
論
的
検
討
を
要
す
る
。

　

こ
の
要
件
の
充
足
を
求
め
る
見
解
に
立
つ
と
、「
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
」
と
い
う
訴
訟
物
た
る
権
利
関
係
を
基

礎
づ
け
る
に
は
、
前
記
⑴
の
①
お
よ
び
②
に
加
え
、
③＊

②
の
行
為
に
よ
る
使
用
者
の
営
業
上
の
利
益
の
現
実
の
侵
害
ま
た
は
そ
の
具

体
的
な
お
そ
れ
も
必
要
に
な
る
（
図
3
）。
具
体
的
に
は
、
被
告
た
る
退
職
労
働
者
が
原
告
た
る
使
用
者
の
同
業
他
社
の
代
表
取
締

役
に
就
任
し
、
競
合
製
品
の
販
売
促
進
を
行
っ
て
お
り
、
被
告
が
こ
れ
を
継
続
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
こ
と（

（2
（

や
、
被
告
が
競
合
他

社
で
の
経
営
や
営
業
に
関
す
る
要
職
に
就
く
可
能
性
が
高
く
、
被
告
の
保
有
す
る
人
的
関
係
を
当
該
同
業
他
社
が
新
規
開
発
や
既
存

商
品
の
展
開
に
利
用
し
て
シ
ェ
ア
を
奪
取
し
た
場
合
に
同
社
が
原
告
に
対
し
て
優
位
な
地
位
に
立
ち
う
る
こ
と（

（2
（

な
ど
を
主
張
立
証
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

3　

抗
弁
・
再
抗
弁

⑴　

競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
に
関
連
す
る
抗
弁
・
再
抗
弁

　

競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
請
求
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
は
、
そ
の
特
約
の
有
効
性
が
主
た
る
争
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
請
求
原
因
と

し
て
、
競
業
避
止
特
約
が
締
結
さ
れ
た
（
前
記
2
⑴
①
）
と
し
て
も
、
当
該
特
約
は
、
退
職
し
た
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
（
憲

法
二
二
条
一
項
）
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
が
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
無
効
に
な
る
、
と
解
さ
れ
て
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い
る
。
具
体
的
に
は
、
所
定
の
期
間
・
地
域
・
対
象
業
種
お
よ
び
職
種
・
行
為
の
競
業
制
限
を
課
す
こ
と
に
つ
き
、
競
業
制
限
の
必

要
性
（
使
用
者
の
正
当
な
利
益
お
よ
び
当
該
労
働
者
が
在
職
中
に
当
該
正
当
利
益
に
触
れ
る
地
位
に
あ
る
こ
と
）
が
あ
る
か
を
、
代
償
措
置

等
を
も
考
慮
し
て
判
断
し
、
競
業
避
止
特
約
が
合
理
的
な
内
容
で
な
け
れ
ば
公
序
違
反
と
し
て
無
効
に
な
る
（
民
法
九
〇
条
）、
と
い

う
枠
組
み
で
判
断
す
る
の
が
裁
判
実
務
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
序
違
反
は
、
事
実
で
は
な
く
、
規
範
的
評
価
を
内
容
と
す
る

法
律
要
件
（
規
範
的
要
件
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
が
主
張
立
証
す
べ
き
要
件
事
実
は
、
そ
の
規
範
的
要
件
を
基
礎
づ
け
る
具

体
的
事
実
（
評
価
根
拠
事
実
）
と
そ
の
規
範
的
要
件
が
成
立
す
る
と
い
う
評
価
を
妨
げ
る
具
体
的
事
実
（
評
価
障
害
事
実
）
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
競
業
避
止
特
約
の
無
効
を
主
張
す
る
被
告
た
る
労
働
者
が
、
請
求
原
因
①
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て
、
公
序
違
反
の

評
価
根
拠
事
実
を
主
張
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。
具
体
的
に
は
、
原
則
論
と
し
て
、
労
働
者
が
、（
ａ
）
使
用
者
に
正
当
な
利
益
が

な
い
こ
と
、（
ｂ
）
当
該
労
働
者
の
在
職
中
の
地
位
が
当
該
正
当
利
益
に
触
れ
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
、（
ｃ
）
競
業
制
限
が
そ
の
期

間
、
地
域
、
対
象
業
種
・
職
種
、
行
為
に
お
い
て
過
度
に
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
こ
と
、（
ｄ
）
代
償
措
置
等
が
不
十
分
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
を
主
張
す
る
原
告
の
使
用
者
は
、
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
を

主
張
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。
具
体
的
に
は
、
使
用
者
は
、（′
ａ
）
使
用
者
に
正
当
な
利
益
が
あ
る
こ
と
、（′
ｂ
）
当
該
労
働
者
は

在
職
中
に
当
該
正
当
利
益
に
触
れ
う
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
、（′
ｃ
）
競
業
制
限
が
そ
の
期
間
、
地
域
、
対
象
業
種
・
職
種
、
行
為

に
お
い
て
（′
ａ
）
の
正
当
な
利
益
を
守
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、（′
ｄ
）
代
償
措
置
等
が
十
分
で
あ
る

（
ま
た
は
不
要
で
あ
る
）
こ
と
な
ど
を
示
す
必
要
が
あ
る（

（2
（

（
こ
の
原
則
論
の
修
正
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
後
記
（
ⅵ
））。
こ
の
主
張
立
証
上

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
以
下
で
検
討
す
る
。

（
ⅰ
）
正
当
な
利
益

　

ま
ず
、（
ａ
）
使
用
者
の
正
当
な
利
益
は
、
契
約
に
基
づ
く
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
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も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
競
業
避
止
特
約
は
通
常
、
公
序
に
違
反
す
る
も
の
に
な
る
と
い
う
点
で
、
公
序

法
理
の
枠
組
み
の
中
で
も
実
質
的
に
は
競
業
避
止
特
約
の
有
効
要
件
と
し
て
機
能
し
て
い
る（

（2
（

（
た
だ
し
、
後
記
（
ⅴ
）
の
通
り
、
退
職

労
働
者
に
背
信
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
例
外
と
い
え
る
。）。
こ
の
正
当
な
利
益
は
、「
当
該
企
業
の
競
争
能
力
の
重
要
な
部
分
を
形
成

す
る
企
業
特
有
の
利
益
」
と
定
義
す
る
見
解
な
ど
が
あ
る（

（2
（

と
こ
ろ
、
こ
れ
を
構
成
し
う
る
情
報
と
し
て
は
、
技
術
情
報
、
経
営
情
報
、

顧
客
情
報
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
実
際
に
正
当
な
利
益
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
情
報
が
、「
営
業

秘
密
」（
不
正
競
争
防
止
法
二
条
六
項
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か（

（2
（

だ
け
で
は
な
く
、
通
常
業
務
の
過
程
で
獲
得
可
能
な
一
般
的
知
識
・

技
能（

（3
（

を
超
え
た
使
用
者
独
自
の
技
術
で
あ
る
か（

（3
（

、
使
用
者
の
属
す
る
市
場
に
お
け
る
優
位
性
を
確
立
し
て
い
る
か（

（3
（

、
あ
る
い
は
使
用

者
に
対
す
る
競
争
上
の
優
位
性
を
競
合
他
社
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
か（

（3
（

、
使
用
者
の
事
業
や
存
立
と
密
接
に
関
連
す
る
か（

（3
（

、
使
用
者

の
利
益
に
相
当
に
貢
献
し
て
い
る
か（

（3
（

、
使
用
者
が
ど
れ
ほ
ど
資
本
や
労
力
等
を
投
下
し
た
か（

（3
（

、
そ
の
秘
密
性
を
維
持
す
る
た
め
に
使

用
者
に
よ
り
適
切
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
か（

（3
（

、
競
合
他
社
に
と
っ
て
容
易
に
獲
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
か（

（3
（

等
の
事
情
か
ら
判
断
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
う
ち
、
正
当
な
利
益
の
存
在
を
否
定
す
る
方
向
の
も
の
は
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と

な
り
、
正
当
な
利
益
の
存
在
を
示
す
も
の
は
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
な
る
。
そ
し
て
、
正
当
な
利
益
は
、
競
業
避
止
特
約
の

実
質
的
な
要
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
告
た
る
使
用
者
が
主
張
立
証
す
べ
き
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
し
て
特
に
重
要
な
も
の

で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

正
当
な
利
益
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
立
証
が
必
要
で
あ
る
か
が
、
こ
れ
を
構
成
し
う
る
情
報
の
秘
密
保
護
と
の
関
係
で
問
題
と
な

り
う
る
と
こ
ろ
、
原
告
固
有
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
具
体
的
内
容
を
原
告
が
十
分
に
立
証
し
た
と
い
え
な
く
と
も
、
特
約
を
有
効
と
し
た

例
も
あ
る（

（3
（

。
こ
れ
は
、
営
業
秘
密
な
ど
が
訴
訟
に
お
い
て
開
示
さ
れ
れ
ば
、
被
告
を
通
じ
て
競
合
他
社
に
伝
わ
る
こ
と
で
原
告
が
不

利
益
を
受
け
る
こ
と
、
具
体
的
内
容
を
争
点
化
し
な
く
て
も
被
告
（
労
働
者
）
の
防
御
権
が
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
競

業
避
止
義
務
違
反
の
態
様
が
軽
微
で
な
い
（
労
働
者
の
行
為
の
背
信
性
が
高
い
（
後
記
（
ｖ
））
と
も
い
い
う
る
だ
ろ
う
。）
こ
と
が
理
由
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と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
情
報
自
体
の
具
体
的
内
容
の
主
張
立
証
は
必
ず
し
も
不
可
欠
で
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

情
報
に
競
争
上
の
価
値
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
該
情
報
の
種
類
や
、
使
用
者
の

事
業
内
容
、
当
該
情
報
の
管
理
体
制
（
事
業
運
営
に
関
わ
る
役
職
員
間
に
お
け
る
ア
ク
セ
ス
や
共
有
範
囲
な
ど
）、
当
該
情
報
獲
得

に
至
る
ま
で
の
投
下
資
本
の
程
度
な
ど
か
ら
判
断
す
る
こ
と
で
、
そ
の
競
争
上
の
価
値
は
明
ら
か
に
な
り
、
労
働
者
側
の
主
張
立
証

活
動
を
困
難
に
す
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
（
労
働
者
側
に
求
め
ら
れ
る
主
張
立
証
の
内
容
に
つ
き
、
後
記
（
ⅵ
）
も
参
照
）。

（
ⅱ
）
退
職
し
た
労
働
者
の
在
職
中
の
地
位

　

競
業
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
そ
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
る
に
は
、（
ａ
）
使
用
者
に
正
当
な
利
益
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

（
ｂ
）
競
業
制
限
を
受
け
る
退
職
労
働
者
が
在
職
中
に
お
い
て
当
該
正
当
利
益
に
触
れ
う
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
で
重
要
な
こ
と
は
当
該
労
働
者
の
正
当
な
利
益
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
有
無
で
あ
る（

（4
（

こ
と
か
ら
、
正
当
な
利
益
を
構
成
す
る
技
術

情
報
や
経
営
情
報
、
顧
客
情
報
に
触
れ
う
る
職
務
上
の
権
限
や
責
任
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
で
あ
る
。
単
に
当
該
労
働
者
の
在
職
中
の
職
位
等
が
高
か
っ

た
と
い
う
事
実
は
重
視
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り（

（4
（

、
そ
の
事
実
は
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
に
な
り
う
る
と
し
て
も
、
主
張
立

証
上
重
要
な
事
情
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、
労
働
者
の
職
責
の
大
き
さ
な
ど
は
そ
の
報
酬
の
多
寡
と
事
実
上
関
連
す
る
こ
と

が
多
い
が
、
報
酬
の
多
寡
は
、
下
記
（
ⅳ
）
の
代
償
措
置
の
有
無
等
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
競
業
制
限
の
範
囲

　
（
ｃ
）
特
約
が
定
め
る
競
業
制
限
の
範
囲
の
合
理
性
は
、
そ
の
㋐
期
間
、
㋑
地
域
、
㋒
業
種
・
職
種
、
㋓
活
動
内
容
・
行
為
な
ど

の
諸
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
通
り
、
公
序
違
反
を
基
礎
づ
け
る
評
価
根
拠
事
実
の
有
無
が
主
張
立
証
の
対
象
と
な
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る
。

　

㋐
期
間
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
退
職
後
五
年
間
の
競
業
を
制
限
す
る
特
約
は
、
過
度
に
長
期
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
競
業
制
限

で
あ
る（

（4
（

こ
と
か
ら
、
特
約
に
よ
る
競
業
制
限
が
退
職
後
五
年
間
に
わ
た
る
こ
と
は
、
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
。
よ
り
具

体
的
に
は
、
裁
判
例
の
傾
向（

（4
（

か
ら
、
退
職
後
二
年
を
超
え
る
ど
う
か
が
一
つ
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
と
も
指
摘
で
き
る
た
め
、
こ
れ

を
超
え
る
こ
と
が
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
競
業
制
限
の
正
当
化
さ
れ
る
合
理
的
範
囲

（
期
間
を
含
む
。）
は
、
上
記
（
ⅰ
）
の
正
当
な
利
益
の
性
質
や
内
容
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る（

（4
（

。
競
業
制
限
期
間
に
つ

い
て
い
え
ば
、
当
該
正
当
利
益
を
構
成
す
る
情
報
が
そ
の
競
争
上
の
価
値
を
ど
れ
ほ
ど
長
く
保
持
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
が
重
要
で

あ
り
、
技
術
情
報
は
、
技
術
革
新
に
よ
り
陳
腐
化
し
う
る
た
め
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
技
術
や
市
場
状
況
の
下
で
価
値
が
保
持
さ
れ

う
る
期
間
内
の
競
業
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る（

（4
（

。
顧
客
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
合
理
的
期
間
は
、
使
用
者
の
投
下
資
本

に
よ
る
顧
客
誘
引
力
が
維
持
さ
れ
て
い
る
期
間
と
考
え
ら
れ
る（

（4
（

。
経
営
情
報
（
経
営
計
画
、
財
務
情
報
、
製
品
情
報
、
価
格
情
報
、
販

売
や
事
業
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
）
は
、
市
場
の
変
化
に
即
応
し
て
更
新
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
年
間
な

ど
比
較
的
短
期
間
で
価
値
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る（

（4
（

。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
指
標
と
も
思
わ
れ
る
退
職
後
二
年

以
内
の
競
業
制
限
が
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
か
ど
う
か
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
制

限
が
過
度
に
長
期
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
評
価
障
害
事
実
に
も
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
競
業
制
限
が
退
職
後
二
年
間
で
あ
る

こ
と
は
、
特
約
が
二
年
間
に
わ
た
っ
て
価
値
を
保
持
す
る
よ
う
な
情
報
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
公
序
違
反
の
評
価
障
害

事
実
と
な
る（

（4
（

が
、
上
記
の
よ
う
に
一
年
間
に
限
っ
て
価
値
を
持
ち
う
る
経
営
情
報
な
ど
を
守
る
た
め
の
特
約
の
場
合
、
過
度
に
長
期

の
制
限
と
し
て
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
退
職
後
二
年
間
と
い
う
期
間（

（4
（

、
さ
ら
に
は
退
職
後
一
年
間
と

い
う
期
間（

（5
（

だ
と
し
て
も
、
当
然
に
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
翻
っ
て
、
退
職
後
三
年
間
と
い
う
競
業
制

限
も
、
正
当
な
利
益
と
の
関
係
で
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
い
、
と
い
う
事
案
も
理
論
上
は
あ
り
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う
る（

（5
（

。

　

㋑
競
業
が
制
限
さ
れ
る
地
域
に
つ
い
て
、
そ
の
限
定
の
な
い
特
約
も
、
広
い
地
域
に
お
い
て
競
争
的
な
価
値
を
発
揮
す
る
技
術
情

報
を
守
る
た
め
で
あ
れ
ば
有
効
と
さ
れ（

（5
（

、
使
用
者
が
広
域
で
事
業
展
開
し
て
い
る
場
合
に
も
有
効
と
さ
れ
て
お
り（

（5
（

、
地
域
を
特
に
考

慮
し
て
い
な
い
例
も
あ
る（

（5
（

。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
特
約
に
お
い
て
競
業
制
限
に
か
か
る
地
域
に
限
定
が
な
い
こ
と
は
、
あ
ま
り
重

視
さ
れ
て
い
な
い
要
素
と
み
る
こ
と
が
で
き（

（5
（

、
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
っ
と
も
、
使
用
者
の
行
う
事
業
が
地
域
密
着
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
場
合
、
広
域
に
及
ぶ
競
業
制
限
は
、
職
業
選
択
の

自
由
に
対
す
る
過
度
な
制
限
と
な
り
う
る（

（5
（

た
め
、
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
し
て
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
㋒
競
業

制
限
の
対
象
と
な
る
業
種
・
職
種
に
つ
き
、
労
働
者
が
退
職
後
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
な
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
の
あ

る
業
種
・
職
種
を
超
え
る
制
限
は
、
不
合
理
と
判
断
さ
れ
て
い
る（

（5
（

。
学
説
か
ら
も
、
業
種
・
職
種
に
つ
き
、
競
業
制
限
の
対
象
に
で

き
る
も
の
は
、
退
職
労
働
者
の
在
職
中
と
同
一
ま
た
は
類
似
の
業
種
・
職
種
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る（

（5
（

。
し
た
が
っ

て
、
制
限
対
象
の
業
種
・
職
種
が
正
当
な
利
益
と
の
関
連
性
が
希
薄
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
。

さ
ら
に
、
㋓
制
限
さ
れ
る
活
動
・
行
為
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
利
益
が
顧
客
情
報
で
あ
る
場
合
、
禁
止
行
為
が
在
職
中
に
労
働
者
が

担
当
し
て
い
た
顧
客
を
対
象
と
す
る
顧
客
勧
誘
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
必
要
最
小

限
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（

（5
（

も
の
と
し
て
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
し
て
機
能
す
る
が
、
禁
止
行
為
が
よ
り
広
く
競
業
そ
の
も
の

（
競
合
他
社
へ
の
就
職
や
、
同
種
事
業
の
設
立
・
運
営
な
ど
）
に
及
ぶ
こ
と
や
、
労
働
者
が
在
職
中
に
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
顧
客
へ
の

勧
誘
に
も
及
ぶ
こ
と
は
、
過
度
な
制
約
を
課
す（

（6
（

も
の
と
し
て
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
あ
る
制
限
期
間
（
例
え
ば
、
二
年
間
の
競
業
制
限
）
が
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
か
評
価

障
害
事
実
と
な
る
か
、
比
較
的
広
範
囲
な
制
限
（
例
え
ば
、
全
国
規
模
の
競
業
制
限
）
が
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
か
否
か

な
ど
は
、
正
当
な
利
益
の
内
容
等
に
よ
っ
て
相
対
的
に
決
せ
ら
れ
る
。
翻
っ
て
（
ａ
）
正
当
な
利
益
に
つ
い
て
も
み
る
と
、
当
該
正
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当
利
益
が
、
短
期
間
、
狭
い
地
域
・
業
種
・
職
種
に
限
っ
て
競
争
力
を
保
持
し
う
る
こ
と
や
、
顧
客
勧
誘
禁
止
と
い
う
限
定
的
な
制

限
に
よ
っ
て
も
守
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
と
な
る
。
他
方
、
当
該
正
当
利
益
が
、
長
期
に
わ
た

り
、
広
い
地
域
・
業
種
・
職
種
に
お
い
て
競
争
力
を
保
ち
続
け
る
こ
と
、
顧
客
勧
誘
禁
止
な
ど
の
限
定
的
な
制
限
方
法
に
よ
っ
て
は

守
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
な
る
。
よ
っ
て
、
公
序
違
反
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
主
と
し
て
正
当

な
利
益
を
め
ぐ
る
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
（
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
た
る
当
該
競
業
制
限
を
正
当
化
し
な
い
方
向
の
事
情
）

お
よ
び
評
価
障
害
事
実
（
当
該
競
業
制
限
を
正
当
化
す
る
方
向
の
事
情
）
の
有
無
や
比
重
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
前
記
2
⑴
の
請
求
原
因
①
（
競
業
避
止
義
務
の
存
在
・
内
容
）
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
競
業
避
止
特
約
の
規
定
内
容

が
正
当
な
利
益
と
の
関
係
で
の
合
理
的
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
競
合
す
る
事
業
」
や
「
同
種
ま
た
は
類
似

の
事
業
」、
競
業
制
限
を
受
け
る
「
役
職
者
」、
顧
客
勧
誘
禁
止
特
約
に
お
け
る
「
顧
客
」
な
ど
、
あ
る
程
度
概
括
的
に
定
め
ら
れ
た

特
約
中
の
文
言
の
意
味
内
容
を
限
定
解
釈
す
る
例
が
あ
る（

（6
（

と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
、
特
約
の
合
理
的
意
思
解
釈
を
し
た
も
の
と
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う（

（6
（

。
こ
の
場
合
、
特
約
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
競
業
避
止
義
務
の
内
容
と
し
て
請
求
原
因
①
の
問
題
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
画
定
に
当
た
っ
て
は
、
文
言
自
体
の
ほ
か
、
競
業
制
限
の
目
的
（
前
記
（
ⅰ
））
や
、

特
約
締
結
に
至
る
両
当
事
者
間
の
交
渉
状
況
（
後
記
（
ⅴ
））
な
ど
に
関
す
る
事
情
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

（6
（

。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
要
素
な
ど
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
限
定
解
釈
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る（

（6
（

。
一
方
、
特
約
に
よ
る
制
限
の
期
間
や

対
象
行
為
な
ど
に
つ
き
、
合
理
的
範
囲
を
超
え
る
過
剰
部
分
の
み
を
無
効
に
し
て
競
業
避
止
義
務
を
縮
減
す
る
例
も
あ
る（

（6
（

。
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
法
律
行
為
の
一
部
無
効
の
問
題
に
な
り
、
被
告
た
る
労
働
者
か
ら
の
公
序
違
反
（
全
部
無
効
）
の
抗
弁
に
対
し
て
、
無
効

と
な
る
範
囲
を
一
部
に
限
定
す
る
再
抗
弁
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
実
体
法
上
の
解
釈
論
に
つ
い

て
は
、
競
業
避
止
特
約
に
お
い
て
明
示
・
特
定
さ
れ
た
制
限
範
囲
や
制
限
対
象
は
不
作
為
債
務
た
る
競
業
避
止
義
務
に
よ
る
禁
止
内

容
を
定
め
る
契
約
の
重
要
部
分
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
を
認
め
る
と
、
労
働
者
と
の
交
渉
力
の
格
差
に
乗
じ
て
過
度
な
制
限
を
課
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す
特
約
を
締
結
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
使
用
者
に
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
裁
判
所
は
安
易
に

こ
れ
を
行
う
べ
き
で
な
い
と
解
さ
れ
る（

（6
（

。

（
ⅳ
）
代
償
措
置
等

　
（
ｄ
）
代
償
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
競
業
避
止
特
約
の
有
効
要
件
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り（

（6
（

、
少

数
な
が
ら
同
旨
の
裁
判
例
も
あ
る（

（6
（

。
確
か
に
、
多
く
の
裁
判
例
は
代
償
措
置
ま
た
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の（

（6
（

に
言
及
は
し
て
お
り
、

そ
の
中
に
は
十
分
な
代
償
措
置
等
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
理
由
に
挙
げ
て
競
業
避
止
特
約
の
効
力
を
否
定
し
た
例
も
少

な
く
な
い（

（7
（

。
し
か
し
、
競
業
避
止
特
約
を
有
効
と
判
断
し
た
例
に
は
、
代
償
措
置
等
が
な
い
も
の（

（7
（

や
、
十
分
と
い
え
な
い
と
判
断
さ

れ
た
も
の（

（7
（

も
あ
る
。
加
え
て
、
代
償
措
置
等
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
、
競
業
避
止
義
務
を
負
わ
な
い
他
の
労
働
者
と
比
較
し

て
退
職
労
働
者
の
不
利
益
に
見
合
っ
た
対
価
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
例
も
あ
る（

（7
（

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
様
々
な
も
の
が
考
慮
さ
れ

て
お
り
、
必
ず
し
も
競
業
制
限
と
の
対
価
性
を
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
要
件
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
ほ
ど
定
ま
っ
た
も
の
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
解
釈
論
と
し
て
も
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
が
公
序
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
枠
組
み
で
判
断
さ
れ
る
以

上
、
民
法
九
〇
条
の
規
定
か
ら
代
償
措
置
等
を
有
効
要
件
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
代
償
措
置
必
要
説
は
採
用
し

難
い
と
思
わ
れ
る（

（7
（

。
こ
の
こ
と
は
、
就
業
規
則
上
の
競
業
避
止
義
務
設
定
規
定
に
つ
き
、
請
求
原
因
①
に
代
わ
る
❹
や
こ
れ
に
対
す

る
抗
弁
と
し
て
、
労
働
契
約
法
七
条
本
文
お
よ
び
一
〇
条
本
文
の
合
理
性
の
評
価
が
問
題
と
な
る
場
合
も
同
様
で
あ
る（

（7
（

。

　

学
説
に
も
、
職
業
選
択
の
自
由
の
制
約
に
対
す
る
代
償
措
置
は
不
可
欠
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
の
、
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
解

す
る
も
の
が
あ
り（

（7
（

、
こ
の
理
解
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
競
業
避
止
義
務
を
課
す
こ
と
に
対
す
る
代
償
措

置
等
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
直
ち
に
競
業
避
止
特
約
の
無
効
を
導
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実

と
な
る
。
一
方
、
十
分
な
代
償
措
置
等
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
や
、
代
償
措
置
等
が
不
要
な
状
況
（
例
え
ば
、
顧
客
情
報
を
守
る
た
め
に
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制
限
対
象
の
活
動
が
顧
客
勧
誘
に
限
定
さ
れ
て
い
る（

（7
（

と
き
の
よ
う
に
、（
ｃ
）
競
業
制
限
の
範
囲
が
（
ａ
）
正
当
な
利
益
を
守
る
の
に
必
要
な

範
囲
に
十
分
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど（

（7
（

）
に
あ
る
こ
と
は
、
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
な
る
。
そ
し
て
、
裁
判
例
を
踏
ま
え

れ
ば
、
代
償
措
置
等
の
内
容
と
し
て
は
、
賃
金
や
退
職
金
、
そ
の
他
の
手
当
の
高
額
さ（

（7
（

を
示
す
こ
と
が
通
常
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
も
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
よ
る
独
立
支
援（

（8
（

や
早
期
退
職
に
伴
う
加
算
退
職
金（

（8
（

（
後
記
三
3
⑴（
ⅱ
）
ウ
も
参
照
）
を
代
償
措
置
と

位
置
づ
け
た
裁
判
例
も
あ
り
、（
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
し
て
機
能
す
る
程
度
に
差
が
あ
り
う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
）
様
々
な

も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

（
ⅴ
）
そ
の
他
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
・
評
価
障
害
事
実

　
（
ａ
）
な
い
し
（
ｄ
）
が
多
く
の
裁
判
例
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
事
情
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
退
職
労
働
者
の
背
信
性（

（8
（

を
考

慮
し
た
と
解
さ
れ
る
裁
判
例
も
あ
る（

（8
（

。
こ
れ
は
、
理
論
的
に
は
、
被
告
た
る
労
働
者
の
行
為
に
強
い
背
信
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、

当
該
労
働
者
は
も
は
や
自
由
競
争
か
ら
逸
脱
し
た
者
で
あ
り
、
競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
と
い
う
職
業
選
択
の
自
由
に
基
づ
く
主

張
を
認
め
る
べ
き
地
位
に
な
い
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（8
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
退
職
労
働
者
が
も
つ
職
業
選

択
の
自
由
の
保
障
が
弱
ま
り
、
こ
れ
に
対
す
る
制
約
を
（
ａ
）
正
当
化
す
る
利
益
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
は
な
く
な
る
と
思
わ
れ

る
（
（8
（

。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
は
、
競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
し
て
、
退
職
労
働
者
の
背
信
性
を
示
す
事
情
を

主
張
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
退
職
労
働
者
が
、
自
身
が
管
理
し
て
い
た
顧
客
情
報
を
退
職
す
る
際
に
ほ
と
ん
ど

使
用
者
に
開
示
し
な
か
っ
た
こ
と
、
当
該
情
報
を
自
分
自
身
の
事
業
の
た
め
に
利
用
し
た
こ
と
、
顧
客
に
対
し
て
あ
た
か
も
使
用
者

が
退
職
労
働
者
の
事
業
を
承
認
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
虚
偽
の
説
明
を
し
た
こ
と（

（8
（

や
、
退
職
労
働
者
は
、
使
用
者
が
十
分
な
代
替
要

員
を
確
保
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
よ
う
な
態
様
で
集
団
的
に
退
職
し
た
こ
と（

（8
（

な
ど
が
、
背
信
性
を
示
す
事
情
と
な
る
。

　

競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
の
判
断
に
当
た
っ
て
、（
ａ
）
な
い
し
（
ｄ
）
に
加
え
、「
対
等
な
交
渉
力
に
基
づ
い
た
従
業
員
の
真
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摯
な
合
意
が
存
在
す
る
か
」
と
い
う
判
断
要
素
を
挙
げ
た
裁
判
例（

（8
（

や
、
使
用
者
が
信
義
則
上
、
労
働
者
に
対
し
、
競
業
避
止
特
約
の

「
意
味
内
容
を
明
確
に
説
明
」
し
、
労
働
者
が
同
特
約
を
「
容
易
に
履
行
で
き
る
よ
う
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
」

と
述
べ
た
裁
判
例（

（8
（

も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
競
業
避
止
特
約
の
内
容
に
関
す
る
説
明
な
ど
締
結
等
に
至
る
手
続
が
適
切
に
と

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
に
、
そ
れ
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
そ
の
評
価
障
害
事
実
に
な
り
う
る
、
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る（

（9
（

。

（
ⅵ
）
労
働
者
に
要
求
さ
れ
る
主
張
立
証
の
内
容

　

以
上
が
競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
に
関
す
る
基
本
的
な
要
件
事
実
論
で
あ
り
、
公
序
違
反
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
的
に
は
、
成

立
し
た
競
業
避
止
特
約
の
効
力
を
争
う
被
告
た
る
労
働
者
が
、
そ
の
評
価
根
拠
事
実
の
主
張
立
証
責
任
を
負
う
。
も
っ
と
も
、
競
業

避
止
特
約
に
よ
る
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
限
は
、
正
当
な
利
益
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
限
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
た

め
、
正
当
な
利
益
が
特
約
の
実
質
的
な
要
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
労
働

者
側
が
負
う
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
の
主
張
立
証
負
担
を
実
質
的
に
軽
減
す
る
発
想
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（9
（

。
加
え

て
、
競
業
避
止
義
務
が
就
業
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
場
合
は
第
一
次
的
に
は
使
用
者
が
そ
の
規
定
の
合
理
性
（
職
業
選

択
の
自
由
を
過
度
に
制
約
し
な
い
こ
と
）
を
主
張
立
証
す
べ
き
（
前
記
2
⑴
の
請
求
原
因
❹
）
と
こ
ろ
、
競
業
避
止
特
約
は
、（
代
償
措
置

等
の
競
業
制
限
と
の
対
価
性
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
か
ら
）
労
働
者
の
み
が
義
務
を
負
う
片
務
的
な
色
彩
が
強
く
、
労
働
者
と
使
用
者
と

の
間
の
交
渉
力
の
格
差
を
背
景
に
同
特
約
た
る
誓
約
書
が
署
名
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
競
業
避
止
義
務
が
就
業
規

則
を
根
拠
に
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
と
の
均
衡
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
競
業
制
限
の
範
囲
に
関
す
る
内
容
は
、
請
求
原
因
①
の
締
結
さ
れ
た
競
業
避
止
特
約
の
規
定
内
容
か
ら
ほ
ぼ
明
ら
か
に

な
る
一
方
、
前
記
（
ⅲ
）
の
通
り
、
公
序
違
反
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
主
に
正
当
な
利
益
を
め
ぐ
る
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
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実
・
評
価
障
害
事
実
の
有
無
・
比
重
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
労
働
者
の
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事

実
の
主
張
立
証
と
し
て
は
、
代
償
措
置
が
な
か
っ
た
か
不
十
分
で
あ
る
こ
と
（
賃
金
な
ど
の
水
準
か
ら
、
競
業
避
止
義
務
に
よ
る
退
職

労
働
者
の
負
担
に
見
合
っ
た
対
価
が
な
い
な
ど
）
や
、
労
働
者
の
退
職
後
の
転
職
が
通
常
の
態
様
で
あ
っ
て
背
信
的
で
な
い
こ
と
を
主

張
立
証
す
れ
ば
ひ
と
ま
ず
足
り
、
使
用
者
が
、
請
求
原
因
①
の
特
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
競
業
制
限
に
よ
る
職
業
選
択
の
自
由
に
対

す
る
制
約
が
正
当
な
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
、
使
用
者
の
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
情
報
の
競
争
上
の
価
値
が

特
約
所
定
の
範
囲
に
お
い
て
保
持
さ
れ
う
る
こ
と
、
被
告
た
る
労
働
者
が
そ
の
情
報
に
触
れ
う
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
）
や
、
代
償
措
置
が

十
分
で
あ
っ
た
か
、
不
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
労
働
者
の
退
職
後
の
競
業
行
為
が
背
信
的
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
評
価
障
害

事
実
と
し
て
求
め
ら
れ
る
、
な
ど
の
構
成
が
考
え
ら
れ
よ
う（

（9
（

（
図
2
）。

⑵　

そ
の
他
の
抗
弁
・
再
抗
弁

　

競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
に
関
連
す
る
も
の
の
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
抗
弁
・
再
抗
弁
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
請
求
原
因
①

の
競
業
避
止
特
約
の
締
結
が
就
業
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
も
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
と
（
前
記
2
⑴
の
（
Ｂ
）
の
見

解
。
図
1
）、
❹
同
規
定
の
内
容
な
ど
の
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実
な
ど
を
原
告
が
主
張
立
証
す
べ
き
（
前
記
2
⑴
）
と
こ
ろ
、
そ
の

合
理
性
の
評
価
障
害
事
実
の
主
張
立
証
責
任
が
被
告
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
評
価
根
拠
事
実
お
よ
び
評
価
障
害
事
実
は
、
個
別

合
意
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
・
評
価
障
害
事
実
（
前
記
⑴
）
と
基
本
的
に
同
じ
内
容
で

あ
る（

（9
（

。

　

次
に
、
請
求
原
因
③
の
競
業
避
止
特
約
に
付
随
す
る
賠
償
額
予
定
の
合
意
（
前
記
2
⑵
）
は
、
労
働
基
準
法
一
六
条
に
違
反
し
な

い
と
い
う
立
場
を
と
る
と
（
図
2
）、
労
働
者
が
退
職
す
る
前
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
競
業
避
止
特
約
（
請
求
原
因
①
）

が
「
労
働
者
と
使
用
者
と
の
間
の
労
働
契
約
」
の
終
了
後
の
権
利
義
務
を
内
容
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
同
条
の
適
用
を
基
礎

´
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づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
無
意
味
（
主
張
自
体
失
当
）
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
の
損
害
額
と
比
較
し
て
著
し
く
過
大
（
ま
た
は
過
小
）

な
損
害
賠
償
額
の
予
定
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
当
該
合
意
は
、
債
権
者
（
ま
た
は
債
務
者
）
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
暴
利

行
為
に
該
当
し
、
公
序
違
反
と
し
て
無
効
に
な
る
（
民
法
九
〇
条
）
と
解
さ
れ
て
い
る（

（9
（

。
し
た
が
っ
て
、
被
告
た
る
労
働
者
に
と
っ

て
、
実
損
害
が
予
定
の
賠
償
額
よ
り
も
小
さ
い
と
い
う
主
張
そ
の
も
の
は
③
の
合
意
に
対
す
る
抗
弁
に
は
な
ら
ず
、
無
意
味
（
主
張

自
体
失
当
）
で
あ
る
が
、
予
定
さ
れ
た
損
害
賠
償
額
が
実
損
害
額
に
対
し
て
著
し
く
過
大
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
賠
償
額
予
定
合
意
が

公
序
に
違
反
す
る
こ
と
の
評
価
根
拠
事
実
を
抗
弁
と
し
て
主
張
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
る（

（9
（

。
他
方
、
実
損
害
額
が
予
定
の
賠
償
額
に

近
い
こ
と
は
、
賠
償
額
予
定
合
意
の
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
に
な
る
。
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
の
主
張
立
証
に
よ
っ
て
賠

償
額
予
定
合
意
が
全
部
無
効
と
な
れ
ば
、
原
告
は
請
求
原
因
③
お
よ
び
④
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
（
賠
償
額
予
定
合
意

の
公
序
違
反
の
抗
弁
を
前
提
と
す
る
予
備
的
請
求
原
因
）。
な
お
、
賠
償
額
予
定
合
意
は
、
全
部
無
効
で
な
く
、
そ
の
一
部
無
効
を
通
じ

て
実
質
的
に
予
定
の
金
額
か
ら
賠
償
額
を
減
額
す
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る（

（9
（

。

　

さ
ら
に
、
差
止
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
請
求
原
因
③＊

（
前
記
2
⑶
）
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て
は
、
時
間
の
経
過
や
違
反
行

為
の
終
了
に
伴
っ
て
、
被
告
た
る
労
働
者
の
行
為
に
よ
る
侵
害
状
態
が
既
に
消
滅
し
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い（

（9
（

る（
（9
（

。

三　

競
業
行
為
を
理
由
と
す
る
退
職
金
の
不
支
給

　

損
害
賠
償
や
履
行
請
求
と
し
て
の
競
業
差
止
め
な
ど
契
約
と
し
て
の
効
果
を
導
か
な
い
点
で
、
厳
密
に
は
「
競
業
避
止
義
務
」
の

問
題
で
は
な
い
が
、
前
記
一
の
通
り
、
①
労
働
者
の
退
職
後
の
競
業
行
為
に
対
し
て
は
、
退
職
金
の
支
給
を
拒
否
す
る
と
い
う
対
抗

手
段
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
問
題
の
延
長
と
し
て
、
②
使
用
者
が
退
職
金
を
支
払
っ
た
後
に
、
労
働
者
が
退
職
後

に
競
業
行
為
に
及
ん
で
い
た
事
実
が
判
明
し
た
た
め
に
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
退
職
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
も
考
え
ら

´
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れ
る
。

　

退
職
金
は
、
賃
金
後
払
的
性
格
と
功
労
報
償
的
性
格
を
複
合
的
に
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
て
お
り（

（9
（

、
そ

の
企
業
の
退
職
金
制
度
の
下
で
当
該
退
職
金
が
有
す
る
性
格
の
比
重
な
ど
が
当
該
制
度
の
規
定
の
効
力
や
解
釈
に
深
く
関
わ
っ
て
い

る
（
後
記
3
）。
各
企
業
の
退
職
金
制
度
の
仕
組
み
の
中
で
、
退
職
金
の
賃
金
後
払
的
性
格
の
現
れ
と
い
え
る
も
の
に
、
賃
金
額
や

勤
続
年
数
を
算
定
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と（

（10
（

、
資
格
等
級
や
勤
続
年
数
、
勤
務
成
績
な
ど
の
要
素
を
点
数
化
し
て
積
算
し
て
い
る
こ
と（

（10
（

、

勤
続
年
数
の
長
さ
に
応
じ
て
金
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と（

（10
（

、
勤
務
成
績
優
秀
者
に
退
職
慰
労
金
が
別
途
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と（

（10
（

、
一
部

が
前
払
い
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と（

（10
（

、
前
払
い
も
選
択
可
能
な
仕
組
み
で
あ
る
こ
と（

（10
（

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
制
度
の
仕
組

み
の
う
ち
、
功
労
報
償
的
性
格
の
現
れ
と
い
え
る
も
の
に
、
勤
続
年
数
の
長
さ
に
応
じ
て
支
給
率
が
上
昇
す
る
こ
と（

（10
（

、
定
年
退
職
や

会
社
都
合
退
職
の
場
合
の
ほ
う
が
自
己
都
合
退
職
の
場
合
よ
り
も
支
給
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と（

（10
（

、
一
定
の
勤
続
期
間
を
支
給
要

件
と
し
て
い
る
こ
と（

（10
（

、
点
数
化
が
役
割
や
査
定
な
ど
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
使
用
者
へ
の
功
労
の
多
寡
に
よ
り
増
減
す
る

仕
組
み
で
あ
る
こ
と（

（10
（

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
①
退
職
金
の
不
支
給
や
②
そ
の
返
還
請
求
を
め
ぐ
る
要
件
事
実
論
的
な
分
析
を
行
う（

（11
（

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
退
職
金
制

度
を
根
拠
に
発
生
す
る
法
律
関
係
は
、
前
記
の
通
り
、
各
企
業
に
お
け
る
制
度
設
計
の
あ
り
方
（
退
職
金
の
性
格
と
し
て
表
現
さ
れ
る

退
職
金
債
権
の
発
生
す
る
仕
組
み
や
規
定
の
仕
方
な
ど
）
に
強
く
依
存
す
る
た
め
、
以
下
で
述
べ
る
整
理
か
ら
の
一
般
化
に
は
限
界
が

あ
る
こ
と
は
付
言
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
近
年
は
、
使
用
者
が
退
職
給
付
を
、
い
わ
ゆ
る
自
社
年
金
た
る
退
職
金
で
は
な
く
、
企

業
年
金
制
度
に
よ
っ
て
提
供
し
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
確
定
給
付
企
業
年
金
な
ど
の
支
給
制
限
を
行
う
と
い
う
事
例
も
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る（

（11
（

が
、
本
稿
で
は
、
自
社
年
金
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
、
企
業
年
金
制
度
に
か
か
る
要
件
事
実

論
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
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1　

訴
訟
物

　

ま
ず
、
①
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
使
用
者
が
退
職
金
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
前
提
と
し
て
、
労
働
者
が
使
用
者
に
対
し
て
退
職
金

の
支
払
い
を
請
求
す
る
場
合
を
考
え
る
。
労
働
者
の
退
職
金
債
権
は
労
働
契
約
か
ら
当
然
に
は
発
生
せ
ず
（
労
働
基
準
法
八
九
条
三

号
の
二
、
同
法
一
五
条
一
項
・
労
働
基
準
法
施
行
規
則
五
条
一
項
四
号
の
二
参
照
）、
そ
の
債
権
の
発
生
に
は
、
退
職
金
の
支
給
要
件
や

支
給
基
準
を
定
め
た
、
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
の
個
別
の
労
働
契
約
や
、
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
就
業
規
則
（
退
職
金
規
程
）・

労
働
協
約
・
労
使
慣
行
な
ど
の
契
約
上
の
発
生
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
の
訴
訟
物
は
、
労
働
契
約
に
基
づ

く
退
職
金
支
払
請
求
権
で
あ
る
（
こ
の
訴
訟
物
を
前
提
と
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の
一
例
が
図
4
で
あ
る
）。

　

次
に
、
②
使
用
者
が
退
職
金
を
支
給
し
た
後
に
、
労
働
者
が
退
職
後
に
競
業
行
為
に
及
ん
で
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
退
職
金
規
程

の
定
め
る
退
職
金
の
不
支
給
事
由
に
該
当
す
る
事
実
が
判
明
し
た
た
め
に
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
退
職
金
の
返
還
を
請
求
す

る
場
合
、
不
当
利
得
（
民
法
七
〇
三
条
）
と
し
て
退
職
金
給
付
の
返
還
を
求
め
う
る
。
こ
の
と
き
の
訴
訟
物
は
、
不
当
利
得
に
基
づ

く
退
職
金
返
還
請
求
権
で
あ
る
（
こ
の
訴
訟
物
を
前
提
と
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の
一
例
が
図
5
で
あ
る
）。
以
下
、
具
体
的
な

要
件
事
実
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
①
労
働
者
か
ら
使
用
者
に
対
す
る
退
職
金
支
払
請
求
訴
訟
の
場
合
の
要
件
事
実
を
中
心
に
考

察
す
る
。

2　

請
求
原
因

　

前
記
1
の
通
り
、
退
職
金
請
求
権
の
発
生
に
は
退
職
金
の
支
給
要
件
・
支
給
基
準
を
定
め
た
労
働
契
約
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、「
労
働
契
約
に
基
づ
く
退
職
金
支
払
請
求
権
」
と
い
う
訴
訟
物
た
る
権
利
関
係
を
基
礎
づ
け
る
請
求
原
因
と
し
て
、
原

告
た
る
労
働
者
は
、
①
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
に
お
け
る
労
働
契
約
、
②
退
職
金
の
支
給
要
件
お
よ
び
支
給
基
準
を
定
め
た
規
定
、

③
退
職
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
退
職
し
た
事
実
）
お
よ
び
支
給
金
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
事
実
（
退
職
時
の
賃
金
額
、
勤
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続
年
数
、
会
社
都
合
退
職
で
あ
る
こ
と（

（11
（

な
ど
）
を
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

抗
弁
以
下

　

労
働
者
が
退
職
後
に
競
合
他
社
に
就
職
す
る
な
ど
し
て
競
業
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、
使
用
者
は
、
労
働
者
か
ら
の
退
職
金
支
払
請

求
に
対
し
、
退
職
金
不
支
給
条
項
を
根
拠
に
退
職
金
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
各
企
業
の
退
職
金
制
度
に
お
い

て
は
、
そ
の
根
拠
規
定
た
る
退
職
金
規
程
な
ど
に
不
支
給
条
項
を
定
め
、
労
働
者
が
懲
戒
解
雇
さ
れ
た
こ
と
ま
た
は
懲
戒
解
雇
相
当

の
行
為
を
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
退
職
後
に
競
業
し
た
こ
と
な
ど
を
退
職
金
全
部
ま
た
は
一
部
の
不
支
給
事
由
と
し
て
定
め
る
こ
と
が

多
い
（
一
部
不
支
給
は
「
減
額
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。）。
し
た
が
っ
て
、
退
職
金
支
払
請
求
権
を
争
う
被
告
た
る
使
用
者
は
、

就
業
規
則
（
退
職
金
規
程
な
ど
）
を
根
拠
と
す
る
場
合
を
前
提
と
す
れ
ば（

（11
（

、
①
❶
就
業
規
則
上
の
退
職
金
不
支
給
条
項
、
❷
❶
の
条

項
を
含
む
就
業
規
則
の
周
知
、
❸
❶
の
条
項
の
合
理
性
（
労
働
契
約
法
七
条
本
文
・
一
〇
条
本（

（11
（

文（
（11
（

）
の
評
価
根
拠
事
実
、
お
よ
び
②
不

支
給
事
由
（
①
❶
）
に
該
当
す
る
事
実
（
退
職
後
の
競
業
行
為（

（11
（

や
、
❶
誓
約
書
や
就
業
規
則
を
根
拠
と
す
る
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
設
定

条
項
＋
❷
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
違
反（

（11
（

な
ど
に
加
え
て
、
❸
労
働
者
の
勤
続
の
功
労
が
抹
消
・
減
殺
さ
れ
た
こ
と
の
評
価
根
拠
事
実
）
に
つ

き
、
主
張
立
証
責
任
を
負
う
（
図
4
）。
こ
れ
ら
の
抗
弁
を
中
心
に
、
以
下
、
個
別
に
検
討
す
る
。

⑴　

不
支
給
条
項
の
有
効
性

（
ⅰ
）
賃
金
全
額
払
原
則
と
の
関
係

　

①
❶
不
支
給
条
項
と
の
関
連
で
は
、
ま
ず
、
退
職
金
も
、
支
給
基
準
が
労
働
契
約
上
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
支
払
義
務
が
生

じ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
基
準
法
上
の
「
賃
金
」（
一
一
条
）
に
該
当
す
る（

（11
（

と
こ
ろ
、
不
支
給
条
項
に
基
づ
い
て
退
職
金
を
不
支

給
と
す
る
こ
と
が
、
賃
金
全
額
払
原
則
を
定
め
た
労
働
基
準
法
二
四
条
一
項
本
文
に
違
反
し
な
い
か
が
、
退
職
金
債
権
の
発
生
時
期
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1　
XY
間
の
労
働
契
約
の
締
結

2　
退
職
金
の
支
給
条
項

3　
2
の
支
給
条
件
該
当
事
実
お
よ
び

支
給
金
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
事
実

訴
訟
物
：
労
働
契
約
に
基
づ
く
退
職
金
支
払
請
求
権

請
求
原
因

抗
弁

再
抗
弁

請
求
原
因
2
に
基
づ
く
X
の
権
利
行
使
に
つ
き

権
利
濫
用
の
評
価
根
拠
事
実

1　
❶
就
業
規
則
上
の
退
職
金
不
支
給
条
項

❷
❶
の
周
知

❸
❶
の
規
定
や
変
更
（
追
加
）
に
関
す
る

　
合
理
性
（
評
価
根
拠
事
実
）

　
・
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格

2　（
1❶
の
不
支
給
事
由
に
該
当
す
る
事
実
）

❶
XY
間
の
競
業
避
止
特
約
の
締
結

❷
X
が
2❶
に
違
反
し
た

❸「
永
年
勤
続
の
功
労
抹
消
減
殺
」
の

　
評
価
根
拠
事
実

　
　
・
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
の
強
度

　
　
・
X
の
行
為
の
悪
質
性
、
X
の
貢
献
度
が
低
い

評
価
障
害
事
実

抗
弁
1❸
の

評
価
障
害
事
実

抗
弁
2❶
の
特
約

の
公
序
違
反

（
評
価
根
拠
事
実
）

抗
弁
2❸
の

評
価
障
害
事
実

　
・
X
の
転
職
は

　
　
通
常
の
態
様

再
々
抗
弁

評
価
障
害
事
実

図
4　
労
働
契
約
に
基
づ
く
退
職
金
支
払
請
求
の
要
件
事
実
―
―
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
参
照



25

労働契約における競業避止義務の要件事実論的分析

1　
X
の
Y
に
対
す
る
退
職
金
の
支
給

2　
❶
XY
間
の
労
働
契
約
の
締
結

❷
就
業
規
則
上
の
退
職
金
不
支
給
条
項

❸
❷
の
周
知

❹
❷
の
規
定
や
変
更
（
追
加
）
に
関
す
る

　
合
理
性
（
評
価
根
拠
事
実
）

3　（
2❷
の
不
支
給
事
由
に
該
当
す
る
事
実
）

❶
XY
間
の
競
業
避
止
特
約
の
締
結

❷
Y
が
2❶
に
違
反
し
た

❸「
永
年
勤
続
の
功
労
抹
消
減
殺
」
の

　
評
価
根
拠
事
実

訴
訟
物
：
不
当
利
得
に
基
づ
く
退
職
金
返
還
請
求
権

請
求
原
因

抗
弁

請
求
原
因
2❹
の
評
価
障
害
事
実

請
求
原
因
3❶
の
特
約
の
公
序
違
反

（
評
価
根
拠
事
実
）

請
求
原
因
3❸
の
評
価
障
害
事
実

再
抗
弁

評
価
障
害
事
実

図
5　
不
当
利
得
に
基
づ
く
退
職
金
返
還
請
求
の
要
件
事
実
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と
の
関
係
で
議
論
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
退
職
金
債
権
は
、
多
く
の
企
業
に
お
い
て
、
在
職
時
に
随
時
発
生
す
る

と
い
う
（
賃
金
後
払
的
性
格
の
非
常
に
強
い
）
も
の（

（11
（

で
は
な
く
、
支
給
要
件
に
該
当
し
、
支
給
基
準
に
基
づ
く
算
定
を
経
て
金
額
が
確

定
し
て
か
ら
具
体
的
権
利
と
し
て
発
生
す
る
（
勤
続
中
の
労
働
者
の
功
労
を
評
価
し
た
上
で
支
払
わ
れ
る
点
で
功
労
報
償
的
性
格
の
あ
る
）

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
発
生
時
期
は
、
退
職
時
点
ま
た
は
そ
の
後
一
定
期
間
経
過
し
た
時
点

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
不
支
給
確
定
時
に
は
賃
金
債
権
と
し
て
そ
も
そ
も
発
生
し
て
い
な
い
た
め
、
賃
金
全
額
払
原
則
の
問
題
は

生
じ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る（

（12
（

。
要
件
事
実
論
的
な
位
置
づ
け
で
い
え
ば
、
退
職
後
競
業
行
為
の
不
支
給
事
由
は
債
権
発
生
の
解
除
条

件
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て（

（12
（

、（
退
職
時
点
で
該
当
事
実
の
存
否
が
既
に
確
定
し
て
い
る
懲
戒
解
雇
相
当
行
為
な
ど
の
不
支
給
事
由
は
、
当

該
退
職
金
制
度
の
適
用
除
外
事
由
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。）
不
支
給
事
由
に
該
当
し
て
解
除
条
件
が
成
就
し
た
こ
と
は
、
退
職
金

債
権
の
、
消
滅
事
由
と
し
て
で
は
な
く
（
し
た
が
っ
て
全
額
払
原
則
に
反
せ
ず
）、
権
利
発
生
障
害
事
由
と
し
て
抗
弁
に
な（

（12
（

る（
（12
（

。

（
ⅱ
）
不
支
給
条
項
の
合
理
性

　

①
❶
不
支
給
条
項
が
労
働
基
準
法
二
四
条
一
項
本
文
な
ど
の
強
行
規
定（

（12
（

に
は
違
反
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
が
合
理
性
を
欠

く
こ
と
を
理
由
に
、
就
業
規
則
の
労
働
契
約
内
容
規
律
効
に
必
要
な
合
理
性
が
否
定
さ
れ
る
か
、
公
序
違
反
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
被
告
た
る
使
用
者
は
、
抗
弁
①
❸
の
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実
を
主
張
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。

ア　

懲
戒
解
雇
等
に
伴
う
退
職
金
不
支
給
の
場
合

　

も
っ
と
も
、
労
働
者
の
懲
戒
解
雇
（
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
行
為
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
不
支
給
事
由
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
れ
ば
、

被
告
た
る
使
用
者
が
主
張
立
証
す
る
べ
き
抗
弁
と
し
て
主
な
も
の
は
、
次
項
⑵
で
述
べ
る
功
労
の
抹
消
・
減
殺
の
評
価
根
拠
事
実
で

あ
る
（
抗
弁
②
❸
）。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
規
定
自
体
等
の
合
理
性
が
問
題
と
な
る
の
は
、
基
本
的
に
は
、
一
般
的
・
抽
象
的
に

定
め
ら
れ
て
い
る
不
支
給
事
由
が
そ
れ
自
体
と
し
て
一
見
し
て
不
合
理
な
場
合
で
あ
る（

（12
（

一
方
、
当
該
退
職
金
が
功
労
報
償
的
性
格
を
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も
ち
、
勤
続
中
の
功
労
の
抹
消
・
減
殺
を
理
由
と
す
る
不
支
給
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
不
支
給
条
項
そ
れ
自
体
ま
た
は
そ
の

追
加
は
合
理
的
で
あ
る
（
労
働
契
約
法
七
条
本
文
・
一
〇
条
本
文
）
と
解
さ
れ
て
お
り（

（12
（

、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
労
働
者
の
具
体
的
行

為
が
抽
象
的
に
定
め
ら
れ
た
不
支
給
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
公
序
違
反
性
と
の
関
係
に

つ
き
、
実
体
法
上
、
労
働
条
件
そ
の
も
の
（
同
法
七
条
本
文
）
ま
た
は
就
業
規
則
の
変
更
（
同
法
一
〇
条
本
文
）
の
合
理
性
が
肯
定
さ

れ
る
場
合
、
別
途
、
公
序
違
反
が
成
立
す
る
事
態
が
容
易
に
は
想
定
し
難
い
こ
と
か
ら
、
原
告
側
か
ら
の
、
上
記
合
理
性
の
評
価
障

害
事
実
の
主
張
立
証
と
は
別
に
、
公
序
違
反
の
再
抗
弁
（
評
価
根
拠
事
実
の
主
張
立
証
）
に
は
実
益
が
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る（

（12
（

。
た

だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
競
業
避
止
義
務
の
根
拠
規
定
（
前
記
二
2
⑴
の
（
Ｂ
）
の
見
解
）
と
同
様
に
、
退
職
金
の
支
給
・
不
支
給

の
根
拠
が
個
別
合
意
の
場
合
は
公
序
違
反
の
問
題
に
な
り（

（12
（

、
そ
の
根
拠
が
就
業
規
則
た
る
退
職
金
規
程
の
場
合
は
労
働
契
約
規
律
効

の
問
題
に
な
る
、
と
い
う
形
で
整
理
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

イ　

退
職
後
の
競
業
行
為
に
伴
う
退
職
金
不
支
給
の
場
合

　

一
方
、
退
職
後
の
競
業
行
為
な
ど
を
不
支
給
事
由
と
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
不
支
給
事
由
自
体
が
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
に

対
す
る
制
約
と
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、
不
支
給
事
由
該
当
性
と
は
別
に
、
そ
の
合
理
性
（
労
働
契
約
法
七
条
本
文
な
ど
）
や
公
序
違
反

性
も
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の
場
合
、
使
用
者
は
、
就
業
規
則
を
根
拠
と
す
る
と
き
は
、
不
支
給
条
項
の
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実

（
抗
弁
①
❸
）
を
、
個
別
合
意
を
根
拠
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
（
そ
の
評
価
根
拠
事
実
の
再
抗
弁
に
対
す
る

再
々
抗
弁
）
を
主
張
立
証
す
る
責
任
も
負
う
。

　

た
だ
、
退
職
後
の
競
業
行
為
に
伴
う
退
職
金
不
支
給
の
可
否
判
断
に
関
す
る
考
え
方
は
、
退
職
金
制
度
の
仕
組
み
の
違
い
も
あ
る

た
め
、
裁
判
例
で
も
一
致
を
み
て
い
な
い
。
例
え
ば
、（
競
業
避
止
義
務
違
反
で
は
な
く
）
退
職
後
の
競
業
行
為
に
及
ん
だ
事
実
を
退

職
金
規
程
に
お
い
て
不
支
給
事
由
と
す
る
こ
と
の
公
序
違
反
性
を
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
（
前
記
二
3
⑴
）
と
同
様
の
枠
組
み

で
肯
定
し
た
例
が
あ
る
（
功
労
の
抹
消
・
減
殺
や
背
信
性
（
抗
弁
②
❸
）
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
が
不
支
給
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条
項
の
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た（

（12
（

も
の
と
思
わ
れ
る
。）（

（13
（

。
一
方
、
前
記
ア
の
懲
戒
解
雇
等
に
伴
う
不
支
給
と

同
様
に
、
当
該
退
職
金
制
度
の
功
労
報
償
的
性
格
か
ら
不
支
給
条
項
の
合
理
性
を
主
た
る
争
点
に
は
せ
ず
（
こ
れ
も
、
退
職
金
の
功

労
報
償
的
性
格
を
不
支
給
条
項
の
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実
（
抗
弁
①
❸
）
と
位
置
づ
け
た
も
の
と
い
え
る
。）、
ま
た
競
業
を
禁
止
す
る
条

項
（
競
業
避
止
義
務
そ
の
も
の
を
課
す
規
定
に
限
ら
れ
な
い
。）
に
は
形
式
的
に
あ
て
は
め
て
そ
の
有
効
性
（
公
序
違
反
性
）
も
争
点
に

し
な
い
一
方
で
、
職
業
選
択
の
自
由
へ
の
制
約
を
考
慮
し
て
不
支
給
事
由
を
限
定
解
釈
し
、
背
信
性
の
有
無
（
抗
弁
②
❸
）
に
よ
っ

て
判
断
し
た
例
も
あ
る（

（13
（

。（
就
業
規
則
た
る
退
職
金
規
程
で
は
な
く
退
職
金
支
払
合
意
の
中
の
）
競
業
避
止
義
務
条
項
の
有
効
性
を
競
業

避
止
特
約
の
有
効
性
判
断
の
枠
組
み
で
公
序
違
反
と
判
断
す
る
と
と
も
に
、
同
義
務
の
存
在
を
前
提
と
す
る
不
支
給
条
項
も
公
序
違

反
と
判
断
し
た
例
も
あ
る（

（13
（

。
さ
ら
に
、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
判
決
（
前
掲
注（
33
））
は
、
個
別
合
意
た
る
競
業
避
止
義
務

条
項
の
有
効
性
と
退
職
金
規
程
の
不
支
給
事
由
該
当
性
を
分
け
て
検
討
し
た
（
競
業
避
止
義
務
違
反
を
含
む
労
働
契
約
違
反
の
不
支
給

事
由
該
当
性
を
理
由
と
し
て
い
た
た
め
、
競
業
避
止
義
務
条
項
の
有
効
性
も
、
不
支
給
事
由
該
当
性
の
判
断
の
中
で
問
題
に
な
る
と
解
さ
れ
る

（
抗
弁
②
❶
、
図
4
）。）（

（13
（

。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
前
述
の
通
り
、
退
職
金
制
度
の
設
計
は
企
業
に
よ
り
様
々
で
あ
る
た
め
、
安
易
な
一
般
化
は
控
え
る
べ
き
で
あ

る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
私
見
と
し
て
は
以
下
が
基
本
に
な
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
退
職
金
不
支
給
措
置
も
、
そ
れ
に
よ
る
威
嚇

を
通
じ
て
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
生
じ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い（

（13
（

た
め
、
少
な
く
と
も
使
用
者
の
設
計
し
た
制
度
が
競
業

避
止
義
務
の
存
在
を
前
提
と
す
る
か
否
か
（
換
言
す
れ
ば
、
同
義
務
違
反
を
不
支
給
事
由
と
す
る
の
か
、
退
職
後
の
競
業
行
為
と
い
う
事

実
を
不
支
給
事
由
と
す
る
の
か
）
で
結
論
が
変
わ
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。
ま
た
、
退
職
労
働
者
が
競
業
避
止
義
務
に
違
反
し
た
こ
と

か
ら
直
ち
に
そ
れ
が
背
信
的
で
功
労
を
抹
消
・
減
殺
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
と
も
言
い
難
く（

（13
（

、
他
方
、
功
労
の
抹
消
・
減
殺
が
あ
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
当
然
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
競
業

避
止
義
務
条
項
が
あ
る
場
合（

（13
（

は
、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
判
決
の
よ
う
に
、
そ
の
法
的
拘
束
力
（
有
効
性
ま
た
は
契
約
内
容
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規
律
効
）
と
退
職
金
を
不
支
給
と
す
る
に
足
る
事
由
の
該
当
性
（
後
記
⑵（
ｉ
））
の
二
点
が
別
個
に
審
査
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
不
支
給
事
由
該
当
性
（
抗
弁
②
）
と
し
て
、
功
労
抹
消
減
殺
（
抗
弁
②
❸
）
に
加
え
、（
そ
の
前
提
で
あ
る
形
式
的
な
事
由

該
当
性
と
し
て
）
抗
弁
②
❶
・
❷
の
主
張
立
証
も
必
要
だ
と
考
え
る
（
個
別
合
意
た
る
競
業
避
止
義
務
条
項
の
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事

実
は
、
抗
弁
②
❶
に
対
す
る
再
抗
弁
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
図
4
）。
一
方
、
競
業
避
止
義
務
の
存
在
を
前
提
と
せ
ず
に
、
事
実
た
る
競

業
行
為
の
存
在
を
不
支
給
事
由
と
す
る
制
度
の
場
合（

（13
（

も
、
退
職
後
に
お
け
る
所
定
範
囲
の
競
業
行
為
を
不
支
給
事
由
と
す
る
条
項
が

過
度
に
職
業
選
択
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
法
的
拘
束
力
が
否
定
さ
れ
な
い
か
（
抗
弁
①
❸
ま
た
は
退
職
金
支
払
合
意
中
の
条

項
の
公
序
違
反
）
を
、
競
業
避
止
義
務
を
課
す
特
約
の
有
効
性
判
断
と
同
様
の
枠
組
み
で
審
査
し
た
上
で
、
同
条
項
が
法
的
拘
束
力

を
有
す
る
と
し
て
も
、
不
支
給
事
由
を
限
定
解
釈
し
、
労
働
者
の
行
為
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
、
功
労
を
抹
消
・
減
殺
さ

せ
る
背
信
性
の
有
無
か
ら
審
査
す
べ
き
（
抗
弁
②
❸
）
だ
と
思
わ
れ
る（

（13
（

。
な
お
、
競
業
を
禁
止
す
る
条
項
の
法
的
拘
束
力
の
有
無
に

お
い
て
も
、
労
働
者
の
行
為
の
背
信
性
は
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
方
向
に
考
慮
さ
れ
う
る
（
前
記
二
3
⑴
（
ｖ
））
た
め
、
い
ず
れ
の
構

成
に
つ
い
て
も
、
功
労
抹
消
減
殺
行
為
の
有
無
の
み
で
審
査
す
る
見
解
を
採
っ
た
と
し
て
も
結
論
に
大
差
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ウ　

早
期
退
職
制
度
に
基
づ
く
加
算
退
職
金
の
不
支
給
の
場
合

　

通
常
の
退
職
金
と
は
別
に
、
早
期
退
職
し
た
労
働
者
に
は
、
通
常
の
退
職
金
に
支
給
金
額
を
上
積
み
し
た
退
職
金
（
本
稿
で
は

「
加
算
退
職
金
」
と
も
い
う
。）
を
支
払
う
早
期
退
職
制
度
を
人
員
削
減
策
な
ど
の
一
環
と
し
て
設
け
る
企
業
も
あ
る（

（13
（

。
こ
の
早
期
退

職
制
度
に
お
い
て
も
、
通
常
の
退
職
金
と
同
様
、
早
期
退
職
者
が
退
職
後
に
競
業
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
を
加
算
退
職
金
の
不
支
給
事

由
と
し
て
定
め
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
早
期
退
職
制
度
は
、
退
職
金
規
程
に
よ
っ
て
整
備
・
運
用
さ
れ
て
い
る
通
常
の
退
職
金
と
は

異
な
り
、
退
職
合
意
の
形
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
場
合
、
退
職
金
支
払
合
意
の
内
容
の
公
序
違
反

性
が
問
題
と
な
る
。
加
算
退
職
金
の
不
支
給
事
由
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
退
職
金
に
い
う
「
功
労
の
抹
消
・
減
殺
」
の
よ
う
な
厳
格

な
限
定
解
釈
は
行
わ
れ
ず
（
抗
弁
②
❸
の
よ
う
な
主
張
立
証
は
不
要
）、
ま
た
、
不
支
給
事
由
を
定
め
た
退
職
金
支
払
合
意
中
の
条
項
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の
公
序
違
反
性
が
問
題
と
な
っ
て
も
、
競
業
避
止
義
務
を
定
め
る
特
約
の
有
効
性
（
前
記
二
3
⑴
）
よ
り
も
、
緩
や
か
に
審
査
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
加
算
退
職
金
不
支
給
の
場
面
で
は
、
競
業
制
限
が
比
較
的
広
く
許
容
さ
れ
て
い
る（

（14
（

。
そ
の
理
由
と
し

て
は
、
早
期
退
職
制
度
に
基
づ
く
加
算
退
職
金
は
、
人
員
削
減
に
協
力
し
た
こ
と
の
対
価
で
あ
っ
て
、
通
常
の
退
職
金
よ
り
も
限
定

解
釈
の
根
拠
た
る
賃
金
後
払
的
性
格
お
よ
び
功
労
報
償
的
性
格
が
希
薄
に
な
り
、
給
付
に
か
か
る
使
用
者
の
裁
量
が
尊
重
さ
れ
る
こ

と
や
、
相
当
額
の
加
算
退
職
金
が
競
業
避
止
の
代
償
措
置
（
前
記
二
3
⑴（
ⅳ
））
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る（

（14
（

こ
と
、
不
支
給
の
対
象

が
加
算
退
職
金
に
限
定
さ
れ
、
通
常
の
退
職
金
が
（
競
業
し
た
と
し
て
も
減
額
さ
れ
る
こ
と
な
く
）
支
給
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
は
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
へ
の
制
約
は
小
さ
い
（
退
職
労
働
者
と
し
て
は
競
業
を
控
え
て
加
算
退
職
金
を
得
る
か
、
加
算
退
職

金
の
受
給
を
放
棄
し
て
競
業
す
る
か
を
選
択
で
き
る（

（14
（

）
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
退
職
金
の
支
給
・
不
支
給
が
早
期

退
職
制
度
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
不
支
給
条
項
の
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実
や
そ
の
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
に
な
り

う
る
。

⑵　

不
支
給
事
由
の
該
当
性

（
ⅰ
）
不
支
給
事
由
の
解
釈

　

不
支
給
事
由
の
該
当
性
（
抗
弁
②
）
に
関
し
て
は
、
当
該
退
職
金
が
賃
金
後
払
的
性
格
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
労
働
者

が
懲
戒
解
雇
さ
れ
た
こ
と
」
や
「
労
働
者
の
懲
戒
解
雇
相
当
の
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
」
な
ど
、
そ
の
抽
象
的
な
文
言
に
形
式
的
に
あ

て
は
ま
る
こ
と
を
も
っ
て
不
支
給
事
由
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
限
定
解
釈
を
経
た
上
で
、
そ
の
該
当
性
が

判
断
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
限
定
解
釈
に
当
た
っ
て
当
該
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
を
考
慮
し
、
労
働

者
の
行
為
が
、
そ
れ
ま
で
（
永
年
）
の
勤
続
の
功
労
を
抹
消
（
全
部
不
支
給
）
ま
た
は
減
殺
（
一
部
不
支
給
）
す
る
ほ
ど
著
し
く
信
義

に
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
行
為
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
不
支
給
事
由
該
当
性
を
判
断
し
、
と
り
わ
け
全
額
不
支
給
の
可
否
は
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厳
格
に
審
査
す
る
こ
と
が
裁
判
実
務
と
な
っ
て
お
り
、
功
労
減
殺
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
全
額
の
不
支
給
を
相
当
と
す
る
に
は
至

ら
な
い
場
合
は
、
全
額
に
つ
い
て
の
退
職
金
支
払
請
求
が
一
部
認
容
さ
れ
る（

（14
（

。
な
お
、
退
職
金
不
支
給
措
置
の
根
拠
規
定
で
あ
る
不

支
給
条
項
に
、
一
部
の
み
の
不
支
給
（
減
額
）
が
明
示
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
部
の
み
の
不
支
給
は
可
能

で
あ
る
と
当
該
条
項
が
解
釈
さ
れ
て
い
る（

（14
（

。

　

こ
の
功
労
の
抹
消
・
減
殺
も
一
種
の
規
範
的
要
件
で
あ
る
と
解
さ
れ
る（

（14
（

た
め
、
そ
の
該
当
性
を
主
張
す
る
被
告
た
る
使
用
者
が
、

こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
評
価
根
拠
事
実
を
主
張
立
証
し
、
そ
の
評
価
障
害
事
実
を
原
告
た
る
労
働
者
が
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
（14
（

。
退
職
金
の
不
支
給
は
、
し
ば
し
ば
労
働
者
の
懲
戒
解
雇
（
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
行
為
）
の
場
合
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
懲

戒
解
雇
に
お
け
る
懲
戒
権
濫
用
（
労
働
契
約
法
一
五
条
）
の
評
価
障
害
事
実
と
退
職
金
不
支
給
に
お
け
る
功
労
の
抹
消
・
減
殺
の
評

価
根
拠
事
実
と
は
事
実
上
重
複
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る（

（14
（

が
、
理
論
的
に
は
、
懲
戒
解
雇
の
有
効
性
（
労
働
者
の
行
為
が
懲
戒
解
雇
事
由

に
該
当
し
、
懲
戒
解
雇
が
懲
戒
権
濫
用
に
当
た
ら
な
い
こ
と
）
と
退
職
金
不
支
給
の
可
否
は
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
退
職
金
不
支
給
の

可
否
の
ほ
う
が
懲
戒
解
雇
の
有
効
性
よ
り
も
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

（14
（

。
ま
た
、
当
該
退
職
金
の
賃
金
後
払
的
性
格
が

強
い
場
合
、
不
支
給
事
由
も
特
に
限
定
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る（

（14
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
退
職
金
の
も
つ
賃
金
後
払
的
性
格
の
強
さ
（
を

示
す
退
職
金
制
度
の
仕
組
み
）
は
、
功
労
の
抹
消
・
減
殺
の
評
価
障
害
事
実
と
位
置
づ
け
る
見
解
も
あ
る（

（15
（

。
そ
れ
と
は
逆
に
、
当
該

退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
が
強
い
こ
と
（
を
示
す
仕
組
み
）
は
、
功
労
の
抹
消
・
減
殺
の
評
価
根
拠
事
実
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
（
（15
（

。
こ
れ
は
、
退
職
金
の
支
給
に
関
す
る
使
用
者
の
裁
量
は
、
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
に
由
来
す
る
と
解
さ
れ
る（

（15
（

た
め
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
当
該
退
職
金
が
も
つ
賃
金
後
払
的
性
格
と
功
労
報
償
的
性
格
の
比
重
は
、
功
労
抹
消
減
殺
行
為
の
有
無
の
審
査
密
度
に

影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（15
（

。

　

以
上
よ
り
、
原
・
被
告
両
者
か
ら
の
主
張
立
証
上
の
要
点
と
し
て
、
労
働
者
の
行
為
に
現
れ
る
背
信
性
の
強
弱
、
退
職
金
の
性
格

と
し
て
功
労
報
償
的
性
格
の
占
め
る
程
度
、
使
用
者
の
被
っ
た
損
害
の
大
小
・
被
害
回
復
の
容
易
性
、
労
働
者
の
そ
れ
ま
で
の
功
労
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の
大
小
、
他
の
退
職
金
不
支
給
事
例
と
の
均
衡
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
特
に
労
働
者
の
行
為
の
悪
質
性
や
退
職
金
の
性
格
が
重
要
で
あ

る
（
（15
（

。
退
職
後
の
競
業
行
為
（
の
事
実
）
ま
た
は
競
業
避
止
義
務
違
反
の
場
合
、
功
労
の
抹
消
・
減
殺
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
退
職
し

た
労
働
者
が
、
使
用
者
と
競
合
す
る
事
業
を
行
う
企
業
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
上
で
、
使
用
者
の
従
業
員
の
多
数
を
引
き
抜
き
、

使
用
者
の
顧
客
を
勧
誘
す
る
行
為（

（15
（

や
、
使
用
者
に
と
っ
て
事
業
上
重
要
な
情
報
を
社
外
に
持
ち
出
そ
う
と
し
、
競
業
避
止
義
務
に
故

意
に
違
反
す
る
行
為（

（15
（

な
ど
、
自
由
競
争
原
理
の
下
で
も
な
お
悪
質
と
評
価
し
う
る
競
業
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
で
あ
る
（
前
記
二
3

⑴（
ⅴ
）
も
参
照
）。

（
ⅱ
）
不
支
給
事
由
の
明
確
性
・
具
体
性

　

前
記
（
ⅰ
）
の
通
り
、
退
職
金
の
不
支
給
事
由
該
当
性
を
構
成
す
る
行
為
は
、
そ
の
行
為
の
悪
質
性
な
ど
の
面
で
、
功
労
の
抹

消
・
減
殺
に
至
る
著
し
い
背
信
行
為
に
限
定
さ
れ
る
が
、
退
職
後
の
競
業
行
為
を
理
由
と
し
て
退
職
金
を
不
支
給
と
す
る
た
め
に
、

退
職
金
規
程
の
不
支
給
事
由
と
し
て
そ
の
よ
う
な
具
体
的
行
為
の
内
容
な
い
し
類
型
が
明
示
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、（
Ａ
）「
使
用
者
に
損
害
を
与
え
る
行
為
」
の
よ
う
に
定
め
方
が
抽
象
的
で
あ

る
こ
と
自
体
は
、
不
支
給
措
置
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
い
っ
そ
う
厳
格
な
限
定
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
裁
判
例
も

あ
る（

（15
（

一
方
で
、（
Ｂ
）
競
業
行
為
な
ど
を
不
支
給
事
由
と
す
る
明
示
的
な
定
め
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る（

（15
（

。

　
（
Ａ
）
の
理
解
は
、
退
職
金
の
性
格
と
の
関
係
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
懲
戒
解
雇
相
当
行
為
や
退
職
後
競

業
行
為
を
不
支
給
事
由
と
定
め
る
こ
と
は
、
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
の
現
れ
と
解
さ
れ
て
い
る（

（15
（

と
こ
ろ
、
単
に
「
損
害
を
与
え

た
」
こ
と
の
み
（
使
用
者
に
対
す
る
不
法
行
為
や
契
約
違
反
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
面
も
想
定
さ
れ
る
。）
を
不
支
給
事
由
と
規
定
す

る
こ
と
で
は
、
功
労
報
償
的
性
格
が
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
不
支
給
事
由
が
抽
象
的
で
あ
る
こ

と
は
、
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
を
不
明
確
に
し
て
弱
め
る
結
果
、
不
支
給
事
由
該
当
性
の
審
査
密
度
を
厳
格
化
す
る
も
の
と
解
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さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、（
Ｂ
）
の
立
場
を
前
提
に
し
て
も
、
不
支
給
事
由
と
し
て
「
退
職
後
に
競
業
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
」
や
「
退
職
後
の

競
業
避
止
義
務
違
反
」
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
不
支
給
措
置
の
根
拠
規
定
が
な
い
場
合（

（16
（

は
、
労
働
者
の
退
職
金
支
払
請
求
権

の
行
使
が
権
利
濫
用
（
民
法
一
条
三
項
、
労
働
契
約
法
三
条
五
項
）
に
該
当
す
る
と
い
う
抗
弁
は
成
り
立
ち
う
る（

（16
（

（
図
4
）。
そ
し
て
、

退
職
金
支
払
請
求
権
の
行
使
が
権
利
濫
用
に
当
た
る
か
ど
う
か
も
、
労
働
者
に
功
労
の
抹
消
・
減
殺
が
あ
っ
た
か
を
考
慮
す
る
裁
判

例
が
あ
る（

（16
（

。
た
だ
、
適
用
可
能
な
不
支
給
事
由
が
存
在
し
て
い
て
そ
の
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
面
と
比
較
し
、
権
利
濫
用
が
認
め

ら
れ
る
範
囲
の
ほ
う
が
狭
い
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（16
（

。
使
用
者
は
、
労
働
契
約
法
七
条
本
文
な
ど
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
（
し

か
も
、
前
記
⑴（
ⅱ
）
ア
の
通
り
、
規
定
の
合
理
性
そ
の
も
の
は
比
較
的
広
く
認
め
ら
れ
る
。）、
退
職
金
規
程
に
不
支
給
条
項
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
指
摘
は
妥
当
と
思
わ
れ
る（

（16
（

。
こ
れ
も
、
当
該
退
職
金
の
性
格
か
ら
も
説
明
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
の
現
れ
で
あ
る
懲
戒
解
雇
相
当
行
為
や
退
職
後
競
業
行
為
を
不
支
給
事
由
と
す
る
定
め

を
、
使
用
者
自
身
が
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
支
給
さ
れ
る
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
が
希
薄
だ
っ
た
こ
と
に
な
る（

（16
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
茫
漠
た
る
事
由
し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
い
不
支
給
条
項
に
よ
る
不
支
給
措
置
が
認
め
ら
れ
る
（（
Ａ
）

の
立
場
）
と
し
て
も
、
そ
の
範
囲
は
、
権
利
濫
用
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
案
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
た
め
、

使
用
者
と
し
て
は
、
不
支
給
措
置
の
根
拠
規
定
を
明
確
・
具
体
的
に
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
訴
訟
に
お
い
て
も
自
ら
に
有
利
な

法
的
主
張
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
。

⑶　

使
用
者
か
ら
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟
の
場
合

　

既
払
い
退
職
金
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟
の
場
合（

（16
（

、
原
告
と
な
る
使
用
者
は
、
訴
訟
物
で
あ
る
「
不
当
利
得
に
基
づ
く
退
職
金

返
還
請
求
権
」
を
基
礎
づ
け
る
請
求
原
因
と
し
て
、
①
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
退
職
金
を
支
払
っ
た
こ
と
、（
前
記
の
抗
弁
①
と



34

法学研究 98 巻 11 号（2025：11）

②
と
同
様
に
）
②
❶
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
に
お
け
る
労
働
契
約
の
締
結
、
❷
就
業
規
則
上
の
退
職
金
不
支
給
条
項
、
❸
❷
の
条

項
を
含
む
就
業
規
則
の
周
知
、
❹
❷
の
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実
、
お
よ
び
③
不
支
給
事
由
に
該
当
す
る
事
実
（
競
業
避
止
義
務
条

項
の
存
在
＋
同
条
項
違
反
、
功
労
抹
消
減
殺
の
評
価
根
拠
事
実
な
ど
）
を
主
張
立
証
す
る
責
任
を
負
う
（
図
5
）。
前
記
⑴（
ｉ
）
の
通
り
、

退
職
金
規
程
上
の
不
支
給
事
由
は
、
同
規
程
に
基
づ
く
退
職
金
債
権
発
生
の
解
除
条
件
（
退
職
後
競
業
行
為
）
ま
た
は
同
規
程
の
適

用
除
外
事
由
（
懲
戒
解
雇
相
当
行
為
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
、
労
働
者
の
退
職
金
債
権
は
発
生
し
て
お

ら
ず
、
支
払
わ
れ
た
退
職
金
は
「
法
律
上
の
原
因
な
く
」（
民
法
七
〇
三
条
）
行
わ
れ
た
給
付
で
あ
り
、
不
当
利
得
と
な
る（

（16
（

。

　

そ
し
て
、
使
用
者
が
、
労
働
者
に
対
し
、
不
当
利
得
と
し
て
退
職
金
の
返
還
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
、
退
職
金
規
程
な
ど
の
返
還

条
項
の
存
在
は
要
件
に
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
退
職
金
返
還
条
項
が
あ
る
場
合
も
、
訴
訟
物
は
不
当
利
得
に
基
づ
く
退
職
金
返
還

請
求
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
返
還
条
項
の
要
件
充
足
性
も
、
勤
続
の
功
労
を
抹
消
す
る
ほ
ど
著
し
く
信
義
に
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た

行
為
に
当
た
る
か
否
か
（
前
記
⑵（
ｉ
））
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
、
と
述
べ
た
例
が
あ
る（

（16
（

。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
な
枠
組
み
は
返
還

条
項
が
な
い
場
合
と
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
退
職
金
規
程
に
お
け
る
返
還
条
項
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
発
生
を
確
認
的

に
規
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
要
件
事
実
論
と
し
て
厳
密
に
整
理
す
れ
ば
、
請
求
原
因
は
上
記
①
な
い
し
③
で
足
り
（
功

労
抹
消
減
殺
は
、
請
求
原
因
③
の
中
で
問
題
と
な
る
。）、
返
還
条
項
の
存
在
は
、
功
労
抹
消
減
殺
の
有
無
に
関
す
る
審
査
密
度
を
緩
和

す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い（

（16
（

た
め
、
過
剰
主
張
と
し
て
無
意
味
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
ａ
＋
ｂ
の
関
係
」）（

（17
（

と
思
わ
れ
る
。

　

抗
弁
以
下
の
内
容
も
同
様
で
あ
り
、
被
告
と
な
っ
た
労
働
者
は
、
上
記
請
求
原
因
②
❹
に
対
す
る
合
理
性
の
評
価
障
害
事
実
ま
た

は
個
別
合
意
に
お
け
る
不
支
給
条
項
の
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
（
前
記
⑴（
ⅱ
））
の
ほ
か
、
請
求
原
因
③
に
対
し
、
功
労
の
抹

消
・
減
殺
の
評
価
障
害
事
実
（
前
記
⑵（
ⅰ
））
や
競
業
避
止
義
務
条
項
の
公
序
違
反
の
評
価
根
拠
事
実
（
前
記
⑴（
ⅱ
）
イ
）
な
ど
を

主
張
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。

　

た
だ
、
労
働
者
か
ら
の
退
職
金
支
払
請
求
に
対
し
て
は
、
不
支
給
条
項
が
な
い
場
合
で
も
権
利
濫
用
の
抗
弁
の
可
能
性
が
あ
る
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（
前
記
⑵（
ⅱ
））
こ
と
と
は
異
な
り
、
不
支
給
条
項
が
な
い
中
で
支
払
わ
れ
た
退
職
金
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
不
法
行
為
（
民
法
七
〇

九
条
）
に
基
づ
い
て
退
職
金
相
当
額
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
な
ど
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

（17
（

。
こ
の
場
合
、
退
職
し
た

労
働
者
が
退
職
金
を
受
給
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
通
念
上
自
由
競
争
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
競
業
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
を
理
由
に
、

不
法
行
為
が
成
立
し
う
る
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う（

（17
（

。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
二
四
年
一
一
月
二
三
日
に
開
催
さ
れ
た
講
演
会
『
労
働
法
と
要
件
事
実
』（
法
科
大
学
院
要
件
事
実
教
育
研
究
所
主

催
）
に
お
い
て
執
筆
者
が
登
壇
し
た
講
演
「
労
働
契
約
に
お
け
る
競
業
避
止
特
約
を
め
ぐ
る
要
件
事
実
」
の
内
容
（
講
演
録
お
よ
び
講
演

レ
ジ
ュ
メ
は
田
村
伸
子
編
『
労
働
法
と
要
件
事
実
』
法
科
大
学
院
要
件
事
実
教
育
研
究
所
報
二
三
号
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
五
年
）
に

掲
載
）
を
、
ご
参
加
者
と
の
議
論
も
踏
ま
え
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
登
壇
の
機
会
と
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た

こ
と
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

＊　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
雇
用
終
了
後
の
競
業
避
止
義
務
の
実
現
手
段
に
関
す
る
比

較
法
的
展
開
」（
課
題
番
号
：22K

01197

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）　

後
記
三
の
通
り
、
退
職
金
を
不
支
給
と
す
る
措
置
は
、
厳
密
に
は
「
競
業
避
止
義
務
」
の
問
題
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
退
職
金

不
支
給
措
置
の
根
拠
と
な
る
競
業
避
止
条
項
も
、
広
い
意
味
で
は
「
競
業
避
止
特
約
」
に
該
当
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
競
業
避
止

義
務
を
め
ぐ
る
要
件
事
実
と
共
通
す
る
内
容
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
2
）　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
（
東
京
地
決
平
成
七
・
一
〇
・
一
六
労
判
六
九
〇
号
七
五
頁
）
は
、
競
業
避
止
特
約
が
な
く
て
も
、

営
業
秘
密
保
持
義
務
を
担
保
す
る
た
め
の
競
業
避
止
義
務
が
、
営
業
秘
密
保
護
を
定
め
た
不
正
競
争
防
止
法
か
ら
肯
定
さ
れ
る
可
能
性
を

示
唆
し
て
お
り
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
（
四
条
。
損
害
額
の
推
定
等
に
つ
き
五
条
）
や
差
止
請
求
権
（
三
条
）
は
、

競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
同
法
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
3
）　

山
川
隆
一
『
労
働
紛
争
処
理
法
〔
第
二
版
〕』
二
四
四
―
二
四
五
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
二
三
年
）
も
参
照
。
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（
4
）　

誓
約
書
の
提
出
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
文
言
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
競
業
避
止
特
約
の
成
立
を
否
定
し
た

例
（
Ａ
特
許
事
務
所
事
件
〔
控
訴
審
〕・
大
阪
高
決
平
成
一
八
・
一
〇
・
五
労
判
九
二
七
号
二
三
頁
）
や
、
機
密
事
項
の
漏
洩
な
ど
を
し

な
い
旨
の
誓
約
書
が
競
業
避
止
特
約
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
例
（
Ｙ
デ
ザ
イ
ン
事
件
・
東
京
地
判
令
和
四
・
一
一
・
二
五
労
働
判
例

ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
三
六
号
）
も
あ
る
。
ま
た
、
競
業
避
止
特
約
の
他
の
契
約
と
同
様
、
黙
示
の
合
意
に
よ
っ
て
も
成
立
し
う
る
が
、
そ
の
判

断
は
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
あ
も
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
事
件
・
大
阪
地
判
令
和
六
・
一
〇
・
一
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル

一
五
五
号
三
四
頁
）。
学
説
に
は
、
実
質
的
交
渉
・
協
議
を
経
て
個
別
合
意
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
個
別
合
意
の
成
立
を
、
山
梨
県

民
信
用
組
合
事
件
・
最
二
小
判
平
成
二
八
・
二
・
一
九
民
集
七
〇
巻
二
号
一
二
三
頁
の
示
し
た
考
慮
要
素
に
沿
っ
て
判
断
す
る
、
と
解
す

る
見
解
と
し
て
土
田
道
夫
『
労
働
契
約
法
〔
第
三
版
〕』
九
三
〇
―
九
三
一
頁
、
九
四
〇
―
九
四
二
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
二
四
年
）。

（
5
）　

留
学
・
研
修
費
用
返
還
合
意
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
う
る
。

（
6
）　

山
川
隆
一
「
労
働
契
約
法
の
制
定
―
意
義
と
課
題
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
七
六
号
九
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
西
谷
敏
『
労
働
法

（
第
三
版
）』
二
一
七
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）、
細
谷
越
史
「
労
働
者
の
秘
密
保
持
義
務
と
競
業
避
止
義
務
の
要
件
・
効
果
に

関
す
る
一
考
察
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
六
六
三
号
六
一
―
六
二
頁
（
二
〇
一
五
年
）。

（
7
）　

競
業
避
止
特
約
に
よ
る
職
業
選
択
の
自
由
の
制
限
は
、
労
働
者
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
退
任
後
の
取
締
役
（
東
京
地
判
平
成

二
一
・
五
・
一
九
判
タ
一
三
一
四
号
二
一
八
頁
な
ど
）
や
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
終
了
後
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
（
東
京
地
判
令
和
元
・

一
一
・
二
八
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25582007

な
ど
）
な
ど
、
様
々
な
役
務
提
供
者
・
役
務
受
領
者
の
間
で
（
前
記
一
）

同
様
に
生
じ
う
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
）　

モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
・
大
阪
地
決
平
成
二
一
・
一
〇
・
二
三
労
判
一
〇
〇
〇
号
五
〇
頁
、
成
学
社
事
件
・

大
阪
地
判
平
成
二
七
・
三
・
一
二
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
集
学
舎
事
件
・
東
京
地
判
令
和
五
・
二
・
二
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文

献
番
号25598864

、
ア
イ
・
ピ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
件
・
東
京
地
判
令
和
六
・
九
・
二
四
労
経
速
二
五
四
四
号
。
こ
の
点
、
東

京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）は
、
労
働
契
約
法
の
制
定
前
に
お
け
る
就
業
規
則
の
効
力
に
関
す
る
判
例
法
理
（
秋
北
バ
ス

事
件
・
最
大
判
昭
和
四
三
・
一
二
・
二
五
民
集
二
二
巻
一
三
号
三
四
五
九
頁
な
ど
）
の
下
で
、
労
働
契
約
終
了
後
の
競
業
避
止
義
務
は
、

「
本
来
の
労
働
条
件
に
は
当
た
ら
な
い
」
が
、
そ
の
負
担
の
有
無
は
「
労
働
条
件
に
付
随
し
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
と
解
し
た
。
ま
た
、

管
見
の
限
り
で
は
、
就
業
規
則
の
規
定
を
発
生
根
拠
と
す
る
競
業
避
止
義
務
違
反
に
基
づ
く
請
求
に
対
し
、
就
業
規
則
の
効
力
に
よ
る
同
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義
務
設
定
の
可
能
性
を
解
釈
論
と
し
て
明
示
的
に
否
定
し
た
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

（
9
）　

荒
木
尚
志
『
労
働
法
〔
第
五
版
〕』
四
二
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
二
二
年
）、
土
田
・
前
掲
注（
4
）二
二
七
頁
、
九
三
〇
頁
。

（
10
）　

就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
の
場
合
、
よ
り
厳
密
に
は
、
使
用
者
が
請
求
原
因
と
し
て
❶
❷
❸
の
各
事
実
お
よ
び
❹
の
合
理
性
（
労
働

契
約
法
七
条
本
文
）
の
評
価
根
拠
事
実
を
主
張
立
証
し
、
❷
の
就
業
規
則
上
の
規
定
の
な
い
（
新
就
業
規
則
に
よ
っ
て
不
利
益
に
変
更
さ

れ
た
）
旧
就
業
規
則
の
存
在
（
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
労
働
者
の
同
意
）
が
労
働
者
の
抗
弁
と
な
る
（
旧
規
則
の
下
で
も
労
働
者
の
行
為

が
競
業
避
止
義
務
違
反
と
な
る
場
合
は
、
主
張
自
体
失
当
と
な
る
。）。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
、
新
規
則
の
競
業
避
止
義
務
規
定
の
新
設
・

変
更
に
係
る
就
業
規
則
変
更
の
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実
（
労
働
契
約
法
一
〇
条
本
文
。
も
っ
と
も
、
通
常
の
労
働
条
件
で
あ
れ
ば
同
七

条
本
文
よ
り
も
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
が
、
退
職
後
の
競
業
避
止
特
約
の
場
合
は
、
同
七
条
・
一
〇
条
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
後
記
3
⑴
の

（′
ａ
）
な
い
し
（′
ｄ
）
な
ど
の
事
情
を
中
心
に
主
張
立
証
す
る
と
思
わ
れ
る
。
後
掲
注（
12
）参
照
）
が
使
用
者
の
再
抗
弁
に
ま
わ
る
と

解
さ
れ
る
。
な
お
、
ア
イ
・
ピ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
件
・
前
掲
注（
8
）は
、
労
働
者
の
在
職
中
の
地
位
（′
ｂ
）
や
代
償
措
置

（′
ｄ
）
は
、（
就
業
規
則
が
集
団
的
・
統
一
的
に
労
働
条
件
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
）
個
別
事
情
で
あ
っ
て
考
慮
で
き
な
い
と
述

べ
る
。

（
11
）　

就
業
規
則
の
定
め
る
競
業
避
止
義
務
に
関
し
、
❸
お
よ
び
❹
に
代
え
て
、
❷
の
規
定
に
対
す
る
労
働
者
の
同
意
（
不
利
益
変
更
の
場

合
に
つ
き
労
働
契
約
法
九
条
本
文
参
照
）
を
使
用
者
が
主
張
立
証
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
就
業
規
則
の
規
定
や
変
更
の

内
容
に
対
す
る
労
働
者
の
個
別
同
意
が
あ
る
場
合
、
当
該
規
定
が
労
働
契
約
の
内
容
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
就
業
規
則
の
効
力
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
た
め
、
本
文
の
（
Ａ
）
の
立
場
を
前
提
と
し
て
も
、
就
業
規
則
の
規
定
や
変
更
内
容
に
対
す
る
労
働
者

の
同
意
は
使
用
者
の
請
求
原
因
な
ど
に
な
り
う
る
、
と
思
わ
れ
る
。
山
梨
県
民
信
用
組
合
事
件
・
前
掲
注（
4
）も
、「
労
働
契
約
の
内
容

で
あ
る
労
働
条
件
は
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
個
別
の
合
意
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
就
業
規

則
に
定
め
ら
れ
て
い
る
労
働
条
件
を
労
働
者
の
不
利
益
に
変
更
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
合
意
に
際
し
て
就
業
規
則
の
変
更
が
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
を
除
き
、
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
（
労
働
契
約
法
八
条
、
九
条
本
文
参
照
）」
と
判
示
し
て
お
り
、
不
利
益

変
更
の
あ
っ
た
就
業
規
則
の
効
力
と
し
て
労
働
条
件
が
変
更
さ
れ
た
と
い
う
立
場
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
清
水
知
恵
子
「
判
解
〔
山

梨
県
民
信
用
組
合
事
件
〕」
最
判
解
民
事
篇
平
成
二
八
年
度
五
二
頁
注
六
）。
こ
の
場
合
、
就
業
規
則
規
定
の
公
序
違
反
性
（
ま
た
は
個
別

同
意
の
成
否
）
を
、
後
記
3
⑴
で
挙
げ
る
事
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
12
）　

労
働
契
約
締
結
時
の
就
業
規
則
（
労
働
契
約
法
七
条
本
文
）
の
場
合
に
つ
き
、
成
学
社
事
件
・
前
掲
注（
8
）や
集
学
舎
事
件
・
前
掲

注（
8
）参
照
、
変
更
後
の
就
業
規
則
（
同
一
〇
条
本
文
）
の
場
合
に
つ
き
、
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）参
照
。
こ
の

立
場
に
よ
れ
ば
、
就
業
規
則
上
の
競
業
避
止
義
務
設
定
規
定
の
労
働
契
約
内
容
規
律
効
を
主
張
す
る
原
告
た
る
使
用
者
が
、
後
記
3
⑴
の

（′
ａ
）
な
い
し
（′
ｄ
）
な
ど
の
事
情
か
ら
合
理
性
の
評
価
根
拠
事
実
を
主
張
立
証
す
る
責
任
を
、
こ
の
就
業
規
則
の
効
力
を
争
う
被
告

た
る
労
働
者
が
、
同
（
ａ
）
な
い
し
（
ｄ
）
な
ど
の
事
情
か
ら
合
理
性
の
評
価
障
害
事
実
を
主
張
立
証
す
る
責
任
を
、
そ
れ
ぞ
れ
負
う
。

一
方
、
モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
8
）は
、
後
記
3
⑴
の
事
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
点
は
同
様
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
、
就
業
規
則
の
契
約
内
容
規
律
効
の
問
題
で
は
な
く
、
労
働
者
の
負
う
競
業
避
止
義
務
に
関
す
る
使
用
者
の
権
利
行
使
が
権

利
濫
用
（
民
法
一
条
三
項
、
労
働
契
約
法
三
条
五
項
）
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
権
利
濫
用

を
主
張
す
る
被
告
（
労
働
者
）
が
そ
の
評
価
根
拠
事
実
を
、
原
告
（
使
用
者
）
が
そ
の
評
価
障
害
事
実
を
主
張
立
証
す
る
責
任
を
負
う
と

解
さ
れ
る
。

（
13
）　

第
一
紙
業
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
八
・
一
・
一
五
労
経
速
二
二
七
六
号
一
二
頁
。

（
14
）　

逸
失
利
益
の
算
定
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
横
地
大
輔
「
従
業
員
等
の
競
業
避
止
義
務
等
に
関
す
る
諸
論
点
に
つ
い
て
（
下
）」
判
タ

一
三
八
八
号
二
九
―
三
〇
頁
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
15
）　

認
定
の
困
難
性
の
問
題
は
、
民
事
訴
訟
法
二
四
八
条
に
関
わ
る
。

（
16
）　

総
合
行
政
調
査
会
地
方
人
事
調
査
書
事
件
・
東
京
地
判
昭
和
五
九
・
一
一
・
二
八
労
判
四
五
九
号
七
五
頁
参
照
。

（
17
）　

ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
〇
・
一
一
・
一
八
労
判
九
八
〇
号
五
六
頁
、
八
光
薬
品
ほ
か
事
件
・
大
阪
地
判
平
成

三
〇
・
三
・
五
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。
横
地
・
前
掲
注（
14
）二
八
頁
も
労
働
基
準
法
一
六
条
を
適
用
す
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
立
場
を

と
る
。
な
お
、
退
職
金
一
部
不
支
給
条
項
（
後
記
三
参
照
）
が
労
働
基
準
法
一
六
条
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
例
に
つ
き
、
後
掲
注

（
124
）参
照
。

（
18
）　

ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
九
・
四
・
二
四
労
判
九
四
二
号
三
九
頁
、
リ
ー
フ
ラ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
四
・
一
・

一
七
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25491225

。

（
19
）　

こ
の
点
の
私
見
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
競
業
避
止
特
約
は
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
付
随
す
る
賠
償
額
予
定
合
意
も
（
と
り
わ
け
過
大
な
予
定
賠
償
額
で
あ
る
場
合
に
は
）
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
的
効
果
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を
持
ち
う
る
一
方
、
労
働
基
準
法
一
六
条
の
趣
旨
は
、
過
大
な
賠
償
額
の
予
定
や
期
間
途
中
の
退
職
に
対
す
る
違
約
金
の
定
め
な
ど
に
よ

っ
て
労
働
者
が
拘
束
・
足
止
め
を
強
い
ら
れ
る
事
態
を
防
止
し
、
労
働
者
の
退
職
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
競

業
避
止
特
約
に
伴
う
賠
償
額
予
定
合
意
の
も
つ
効
果
（
退
職
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
）
と
労
働
基
準

法
一
六
条
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
保
障
（
退
職
の
自
由
）
に
は
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
合
意
に
労
働
基
準
法
一
六

条
の
趣
旨
は
直
ち
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
後
記
3
⑵
の
通
り
、
過
大
な
賠
償
額
の
予
定
は
公
序
違
反
と
し
て
そ
の
合
意
を
無
効

に
す
る
こ
と
か
ら
、
合
意
の
も
つ
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
的
効
果
も
公
序
違
反
の
判
断
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

（
20
）　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）。
同
事
件
決
定
は
、
③＊

の
侵
害
要
件
を
定
立
す
る
に
当
た
り
、
不
正
競
争
防
止
法
に

基
づ
く
差
止
請
求
の
要
件
（
三
条
一
項
）
と
の
均
衡
を
も
考
慮
し
て
い
る
。

（
21
）　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）の
ほ
か
に
、
こ
の
要
件
を
挙
げ
た
も
の
と
し
て
、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
東
京
地
決
平
成
一
六
・
九
・
二
二
労
判
八
八
二
号
一
九
頁
、
ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
東
京
地
決
平

成
二
二
・
九
・
三
〇
労
判
一
〇
二
四
号
八
六
頁
。
一
方
、
こ
の
要
件
を
挙
げ
な
か
っ
た
仮
処
分
命
令
申
立
事
件
と
し
て
、
ピ
ー
エ
ム
・
コ

ン
セ
プ
ツ
事
件
・
東
京
地
決
平
成
一
八
・
五
・
二
四
判
タ
一
二
二
九
号
二
五
六
頁
、
モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
・
前

掲
注（
8
）。

（
22
）　

ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）や
成
学
社
事
件
・
前
掲
注（
8
）、
集
学
舎
事
件
・
前
掲
注（
8
）は
、
こ
の
侵
害
要
件
を
挙

げ
る
こ
と
な
く
、
差
止
請
求
を
認
容
し
た
。

（
23
）　

パ
ワ
フ
ル
ヴ
ォ
イ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
二
・
一
〇
・
二
七
判
時
二
一
〇
五
号
一
三
六
頁
お
よ
び
リ
ー
フ
ラ
ス
事
件
・
前
掲
注

（
18
）は
、
競
業
避
止
義
務
違
反
の
競
業
行
為
が
行
わ
れ
、
競
業
行
為
を
差
し
止
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
競
業
「
行
為
を

放
置
し
て
お
く
と
回
復
し
難
い
損
害
が
生
ず
る
と
い
う
事
情
」
の
原
告
に
よ
る
主
張
立
証
は
必
要
で
な
い
と
述
べ
た
。

（
24
）　

ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
21
）。

（
25
）　

ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
21
）。

（
26
）　

以
上
に
つ
き
、
山
川
・
前
掲
注（
3
）二
四
四
頁
、
田
島
潤
一
郎
「
退
職
金
請
求
と
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
違
反
に
よ
る
退
職
金
不

支
給
に
関
す
る
要
件
事
実
―
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
東
京
高
判
平
成
二
四
・
六
・
一
三
労
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働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
八
号
九
頁
を
素
材
に
」
季
刊
労
働
法
二
八
四
号
一
四
九
頁
（
二
〇
二
四
年
）、
伊
藤
滋
夫
＝
山
崎
敏
彦
編
『
ケ
ー
ス

ブ
ッ
ク
要
件
事
実
・
事
実
認
定
〔
第
二
版
〕』
三
六
六
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
も
参
照
。

（
27
）　

使
用
者
に
要
保
護
性
の
小
さ
い
利
益
し
か
な
い
場
合
、
短
期
間
の
競
業
制
限
で
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
。
キ
ヨ
ウ
シ
ス
テ
ム
事
件
・

大
阪
地
判
平
成
一
二
・
六
・
一
九
労
判
七
九
一
号
八
頁
、
マ
ツ
イ
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
五
・
九
・
二
七
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25502050

、
創
育
事
件
・
東
京
地
判
令
和
五
・
六
・
一
六
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
三
号
四
八
頁
（
競
業
禁
止
規
定
と
顧

客
取
引
禁
止
規
定
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
競
業
禁
止
規
定
に
つ
い
て
）
な
ど
。

（
28
）　

山
口
俊
夫
「
労
働
者
の
競
業
避
止
義
務
―
特
に
労
働
契
約
終
了
後
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
」
石
井
照
久
先
生
追
悼
論
集
『
労
働
法
の

諸
問
題
』
四
二
一
頁
（
勁
草
書
房
、
一
九
七
四
年
）。
正
当
な
利
益
を
「
退
職
労
働
者
と
の
間
で
公
正
な
競
争
を
行
う
機
会
」
で
あ
る
と

解
し
た
見
解
も
あ
る
。
川
田
琢
之
「
競
業
避
止
義
務
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
二
一
世
紀
の
労
働
法
⑷
労
働
契
約
』
一
四
五
頁
（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
29
）　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）、
岩
城
硝
子
ほ
か
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
一
〇
・
一
二
・
二
二
知
的
裁
集
三
〇
巻
四

号
一
〇
〇
〇
頁
。
さ
ら
に
、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）は
、「
営
業
秘
密
は
そ
れ
自
体
保
護
に
値
す
る
か
ら
、
そ
の
他
の

要
素
に
関
し
て
は
比
較
的
緩
や
か
に
解
し
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
要
件
事
実
論
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
特
約
で
保
護
し

よ
う
と
し
て
い
る
情
報
が
営
業
秘
密
に
該
当
す
る
こ
と
の
評
価
根
拠
事
実
（
そ
の
要
件
で
あ
る
秘
密
管
理
性
、
有
用
性
お
よ
び
非
公
知
性

（
不
正
競
争
防
止
法
二
条
六
項
）
も
規
範
的
要
件
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。）
は
、
競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
し
て
の

意
味
も
持
ち
う
る
。

（
30
）　

ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
七
・
二
・
二
三
労
判
九
〇
二
号
一
〇
六
頁
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア

ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
四
・
一
・
一
三
労
判
一
〇
四
一
号
八
二
頁
な
ど
。

（
31
）　

フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
奈
良
地
判
昭
和
四
五
・
一
〇
・
二
三
判
時
六
二
四
号
七
八
頁
、
ピ
ー
エ
ム
・
コ
ン

セ
プ
ツ
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）、
モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注

（
8
）、
パ
ワ
フ
ル
ヴ
ォ
イ
ス
事
件
・
前
掲
注（
23
）。

（
32
）　

岩
城
硝
子
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
29
）、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
21
）、

モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
8
）。
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（
33
）　

ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
四
・
八
・
三
〇
労
判
八
三
八
号
三
二
頁
、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
日
本

産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
東
京
高
判
令
和
五
・
一
一
・
三
〇
労
判
一
三
一
二
号
五
頁
。

（
34
）　

新
大
阪
貿
易
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
三
・
一
〇
・
一
五
労
判
五
九
六
号
二
一
頁
、
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）、

ピ
ー
エ
ム
・
コ
ン
セ
プ
ツ
事
件
・
前
掲
注（
21
）。

（
35
）　

成
学
社
事
件
・
前
掲
注（
8
）、
集
学
舎
事
件
・
前
掲
注（
8
）。

（
36
）　

ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）、
プ
ラ
ー
ナ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平

成
二
四
・
一
・
二
三
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25490870

、
成
学
社
事
件
・
前
掲
注（
8
）、
集
学
舎
事
件
・
前
掲
注（
8
）、

レ
ジ
ェ
ン
ド
事
件
〔
控
訴
審
〕・
福
岡
高
判
令
和
二
・
一
一
・
一
一
労
判
一
二
四
一
号
七
〇
頁
、
ロ
イ
ヤ
ル
通
商
事
件
〔
第
一
審
〕・
札
幌

地
判
令
和
五
・
六
・
七
判
例
集
未
登
載　LEX

/D
B

文
献
番
号25596758

（
た
だ
し
、
顧
客
の
流
動
性
か
ら
顧
客
維
持
の
高
度
の
必
要

性
が
否
定
さ
れ
た
。）、
創
育
事
件
・
前
掲
注（
27
）。

（
37
）　

ピ
ー
エ
ム
・
コ
ン
セ
プ
ツ
事
件
・
前
掲
注（
21
）。

（
38
）　

マ
ツ
イ
事
件
・
前
掲
注（
27
）。

（
39
）　

ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注（
18
）。

（
40
）　

フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
前
掲
注（
31
）、
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）、
岩
城
硝
子
ほ
か

事
件
・
前
掲
注（
29
）、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）、

ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
プ
ラ
ー
ナ
ー
事
件
・
前
掲
注（
36
）、
リ
ー
フ
ラ
ス
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
第
一
紙
業
事
件
・
前
掲
注

（
13
）。

（
41
）　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）、
京
都
地
判
平
成
二
九
・
五
・
二
九
判
タ
一
四

六
四
号
一
六
二
頁
、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）。
横
地
大
輔
「
従
業
員
等
の
競
業
避
止
義
務
等
に
関
す
る
諸
論
点
に

つ
い
て
（
上
）」
判
タ
一
三
八
七
号
一
〇
頁
（
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。
一
方
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
、（
ｂ
）
の
要
素
を
認

め
た
例
と
し
て
、
パ
ワ
フ
ル
ヴ
ォ
イ
ス
事
件
・
前
掲
注（
23
）。

（
42
）　

岩
城
硝
子
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
29
）、
プ
ラ
ー
ナ
ー
事
件
・
前
掲
注（
36
）、
昌
騰
事
件
・
大
阪
地
判
令
和
六
・
一
〇
・
三
一
裁
判
所
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ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
43
）　

後
掲
注（
48
）・（
49
）・（
50
）参
照
。

（
44
）　

横
地
・
前
掲
注（
41
）一
一
―
一
二
頁
は
、
二
年
間
を
超
え
る
と
長
い
と
評
価
さ
れ
る
と
分
析
し
つ
つ
、
重
要
な
の
は
「
当
該
期
間
に

つ
い
て
退
職
者
の
競
業
を
制
限
す
る
べ
き
使
用
者
側
の
必
要
性
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
業
種
や
保
護
対
象
と
な
る
情
報
に
よ
っ
て
も
異
な
っ

て
く
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
45
）　

ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）は
、
競
業
制
限
期
間
の
限
定
が
な
か
っ
た
特
約
に
つ
き
、
技
術
の
陳
腐
化
を
理
由
と
し
て

差
止
め
の
効
力
を
二
年
間
に
限
定
し
た
。
た
だ
し
、
当
該
事
案
に
対
す
る
判
断
と
し
て
は
、
期
間
の
限
定
の
な
い
特
約
で
あ
る
以
上
、
無

効
に
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
荒
木
・
前
掲
注（
9
）三
二
六
頁
注
四
二
。
一
方
、
ア
イ
・
ピ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
件
・
前
掲

注（
8
）は
、
技
術
革
新
の
速
度
と
競
争
の
強
度
に
よ
り
知
識
、
技
術
、
経
験
な
ど
が
陳
腐
化
し
、
二
年
経
過
後
で
は
退
職
労
働
者
の
同
職

種
に
お
け
る
労
働
市
場
へ
の
再
参
入
が
困
難
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
土
田
道
夫
「
競
業
避
止
義
務
と
守
秘
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
」

中
嶋
士
元
也
先
生
還
暦
記
念
論
集
『
労
働
関
係
法
の
現
代
的
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
一
六
頁
も
参
照
。

（
46
）　

川
田
・
前
掲
注（
28
）一
四
五
頁
参
照
。

（
47
）　

ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ

ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）。

（
48
）　

退
職
し
た
後
二
年
間
を
比
較
的
短
期
間
だ
と
評
価
す
る
例
と
し
て
、
フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
前
掲
注（
31
）、

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）、
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ダ
ン
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
レ
コ
ー
ド
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
〇
・
一
一
・

二
六
判
タ
一
二
九
三
号
二
八
五
頁
、
京
都
地
判
平
成
二
九
・
五
・
二
九
・
前
掲
注（
41
）な
ど
が
あ
る
。

（
49
）　

二
年
間
を
長
い
と
評
価
し
た
例
と
し
て
、
ア
サ
ヒ
プ
リ
テ
ッ
ク
事
件
・
福
岡
地
判
平
成
一
九
・
一
〇
・
五
労
判
九
五
六
号
九
一
頁
、

ア
イ
・
ピ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
件
・
前
掲
注（
8
）。

（
50
）　

一
年
間
を
長
い
と
評
価
し
た
例
と
し
て
、
モ
リ
ク
ロ
（
懲
戒
解
雇
等
）
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
三
・
三
・
四
労
判
一
〇
三
〇
号
四

六
頁
。
一
方
、
退
職
後
一
年
間
の
競
業
制
限
を
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
捉
え
た
上
で
、
競
業
避
止
特
約
を
公
序
違
反
と
し
て
無
効

と
判
断
し
た
と
解
さ
れ
る
例
と
し
て
、
新
日
本
科
学
事
件
・
大
阪
平
成
一
五
・
一
・
二
二
労
判
八
四
六
号
三
九
頁
。
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（
51
）　

パ
ワ
フ
ル
ヴ
ォ
イ
ス
事
件
・
前
掲
注（
22
）、
リ
ー
フ
ラ
ス
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
八
光
薬
品
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
17
）。

（
52
）　

フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
前
掲
注（
31
）、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）、
第
一
紙
業
事
件
・
前

掲
注（
13
）。

（
53
）　

ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
リ
ー
フ
ラ
ス
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
京
都
地
判
平
成
二

九
・
五
・
二
九
・
前
掲
注（
41
）。
顧
客
の
規
模
か
ら
広
い
地
域
で
の
競
業
制
限
を
認
め
た
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注

（
33
）や
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
21
）も
参
照
。

（
54
）　

モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
8
）、
ダ
ン
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
レ
コ
ー
ド
事
件
・
前
掲
注（
48
）、
レ

ジ
ェ
ン
ド
事
件
〔
控
訴
審
〕・
前
掲
注（
36
）。

（
55
）　

横
地
・
前
掲
注（
41
）一
一
頁
。

（
56
）　

土
田
・
前
掲
注（
45
）二
一
六
頁
、
土
田
・
前
掲
注（
4
）九
三
八
頁
、
横
地
・
前
掲
注（
41
）一
二
頁
。
成
学
社
事
件
・
前
掲
注（
8
）、

集
学
舎
事
件
・
前
掲
注（
8
）も
参
照
。

（
57
）　

岩
城
硝
子
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
29
）、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）、
ア

イ
・
ピ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
件
・
前
掲
注（
8
）。
ピ
ー
エ
ム
・
コ
ン
セ
プ
ツ
事
件
・
前
掲
注（
21
）も
参
照
。

（
58
）　

土
田
・
前
掲
注（
4
）九
三
七
頁
。

（
59
）　

ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）、
八
光
薬
品
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
17
）、
創
育
事
件
・
前
掲
注（
27
）（
顧
客
取
引

禁
止
規
定
に
つ
い
て
）。
ま
た
、
顧
客
情
報
の
保
護
を
目
的
と
す
る
競
業
禁
止
で
あ
っ
て
も
、
期
間
や
地
域
的
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
れ

ば
、
公
序
違
反
で
は
な
い
と
し
た
例
も
あ
る
（
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
事
件
・
東
京
地
判
令
和
七
・
三
・
二
六
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一

六
〇
号
二
四
頁
）。

（
60
）　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）、
プ
ラ
ー
ナ
ー
事
件
・
前
掲
注（
36
）。
労
働
者

が
在
職
中
に
担
当
し
て
い
な
か
っ
た
顧
客
を
制
限
対
象
に
含
む
勧
誘
禁
止
は
、
必
要
最
小
限
度
と
は
い
え
な
い
（
ロ
イ
ヤ
ル
通
商
事
件

〔
第
一
審
〕・
前
掲
注（
36
））。
顧
客
と
の
取
引
を
一
年
間
禁
止
す
る
顧
客
取
引
禁
止
規
定
を
有
効
と
判
断
し
、
競
業
を
六
か
月
間
禁
止
す

る
競
業
禁
止
規
定
を
無
効
と
判
断
し
た
創
育
事
件
・
前
掲
注（
27
）も
参
照
。

（
61
）　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）、
ピ
ー
エ
ム
・
コ
ン
セ
プ
ツ
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注
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（
18
）、
レ
ジ
ェ
ン
ド
事
件
〔
控
訴
審
〕・
前
掲
注（
36
）、
創
育
事
件
・
前
掲
注（
27
）、
集
学
舎
事
件
・
前
掲
注（
8
）。

（
62
）　

横
地
・
前
掲
注（
41
）一
五
頁
、
植
田
達
「
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
お
け
る
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
権
利
救
済
論
」
法

学
研
究
九
五
巻
七
号
（
二
〇
二
二
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
63
）　

日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）参
照
。

（
64
）　

ア
サ
ヒ
プ
リ
テ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
49
）、
ロ
イ
ヤ
ル
通
商
事
件
〔
第
一
審
〕・
前
掲
注（
36
）な
ど
。
レ
ジ
ェ
ン
ド
事
件
〔
控
訴

審
〕・
前
掲
注（
36
）も
、
こ
の
よ
う
な
限
定
解
釈
の
あ
り
方
と
し
て
適
切
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
が
あ
る
（
植
田
・
前
掲
注（
62
）七
六
頁
・

注
二
一
五
）。

（
65
）　

ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
レ
ジ
ェ
ン
ド
事
件
〔
第
一
審
〕・
福
岡
地
小
倉
支
判
令
和
二
・
六
・
一
七
労
判
一
二
四
一
号
七

九
頁
、
ロ
イ
ヤ
ル
通
商
事
件
〔
控
訴
審
〕・
札
幌
高
判
令
和
五
・
一
二
・
二
六
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25596756

。

（
66
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）三
二
七
頁
、
土
田
・
前
掲
注（
4
）九
三
五
頁
、
小
畑
史
子
「
退
職
し
た
労
働
者
の
競
業
規
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

〇
六
六
号
（
一
九
九
五
年
）
一
二
〇
頁
、
植
田
・
前
掲
注（
62
）四
四
頁
参
照
。
マ
ー
ブ
ル
事
件
・
大
阪
地
判
令
和
七
・
一
・
二
七
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
、
競
業
避
止
特
約
の
抑
止
的
効
果
か
ら
そ
の
縮
減
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
67
）　

土
田
・
前
掲
注（
4
）九
三
二
頁
、
小
畑
史
子
・
前
掲
注（
66
）一
二
〇
―
一
二
一
頁
、
野
田
進
「
労
働
力
移
動
と
競
業
避
止
義
務
」
季

刊
労
働
法
一
六
〇
号
五
七
頁
、
西
谷
・
前
掲
注（
6
）二
一
八
頁
な
ど
。

（
68
）　

東
京
貸
物
社
（
退
職
金
）
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
二
・
一
二
・
一
八
労
判
八
〇
七
号
三
二
頁
、
大
都
商
会
事
件
・
東
京
地
判
平
成

二
四
・
三
・
一
三
労
経
速
二
一
四
四
号
二
三
頁
。

（
69
）　

ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）や
ダ
ン
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
レ
コ
ー
ド
事
件
・
前
掲
注（
48
）は
、「
使
用
者
の
従
業
員

に
対
す
る
処
遇
や
代
償
の
程
度
」
と
い
う
要
素
を
挙
げ
る
。

（
70
）　

岩
城
硝
子
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
29
）、
キ
ヨ
ウ
シ
ス
テ
ム
事
件
・
前
掲
注（
27
）、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・

カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）、
モ
リ
ク
ロ
（
懲
戒
解
雇
等
）
事
件
・
前
掲
注（
50
）、
ア
イ
・
ピ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
件
・
前

掲
注（
8
）な
ど
。

（
71
）　

フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
前
掲
注（
31
）、
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）、
成
学
社
事

件
・
前
掲
注（
8
）、
創
育
事
件
・
前
掲
注（
27
）（
顧
客
取
引
禁
止
規
定
に
つ
い
て
）、
ロ
イ
ヤ
ル
通
商
事
件
〔
控
訴
審
〕・
前
掲
注（
65
）、
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Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
事
件
・
前
掲
注（
59
）な
ど
。

（
72
）　

ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）。

（
73
）　

競
業
避
止
条
項
の
設
定
前
後
で
の
賃
金
額
の
差
に
注
目
し
、
そ
の
差
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
十
分
な
代
償
措
置
が
な
か
っ
た
と
判
断

し
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）は
、
競
業
制
限
の
対
価
性
を
意
識
し
た
理
解
で

あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
ロ
イ
ヤ
ル
通
商
事
件
〔
第
一
審
〕・
前
掲
注（
36
）も
、
特
約
締
結
後
に
賃
金
額
が
上
が
っ
た
事
情
の
な
か
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
、
代
償
措
置
の
存
在
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
横
地
・
前
掲
注（
41
）一
三
頁
も
、
単
に
賃
金
・
退
職
金
の
金
額
が
高
い
だ
け
で

は
代
償
措
置
と
評
価
で
き
ず
、
賃
金
・
退
職
金
に
つ
き
、
本
来
支
払
う
べ
き
金
額
を
明
示
し
、
か
つ
、
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
課
す

こ
と
も
説
明
し
た
上
で
、
そ
れ
も
加
味
し
て
最
終
的
な
金
額
を
決
定
し
た
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
上
乗
せ
部
分
に
つ
い
て
は
代

償
措
置
に
該
当
す
る
、
と
解
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注

（
21
）、
岩
城
硝
子
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
29
）も
参
照
。

（
74
）　

確
か
に
、
諸
外
国
で
は
、
競
業
避
止
特
約
が
法
的
拘
束
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
金
銭
給
付
な
ど
を
要
件
と
す
る
ル
ー
ル
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
法
は
、
そ
の
よ
う
な
要
件
を
明
確
に
定
め
る
制
定
法
が
存
在
し
（
商
法
典
七
四
条
二
項
）、
ア
メ
リ
カ
法
は
、

競
業
避
止
特
約
も
契
約
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
、
契
約
法
の
一
般
的
ル
ー
ル
と
し
て
、
当
事
者
間
の
約
束
が
法
的
拘
束
力
を
も
つ
た
め
に

対
価
を
要
求
す
る
約
因
法
理
が
存
在
す
る
（
ア
メ
リ
カ
の
州
法
に
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
な
ど
、
約
因
と
し
て
必
ず
し
も
金
銭
的
給
付

を
求
め
な
い
も
の
も
あ
る
。）
た
め
、
金
銭
的
な
給
付
を
要
求
す
る
制
度
的
な
根
拠
が
存
在
す
る
点
で
日
本
法
と
は
異
な
る
。

（
75
）　

ア
イ
・
ピ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
件
・
前
掲
注（
8
）は
、
代
償
措
置
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
前
掲
注（
10
）。

（
76
）　

菅
野
和
夫
・
山
川
隆
一
『
労
働
法
〔
第
一
三
版
〕』
一
八
四
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
。

（
77
）　

土
田
・
前
掲
注（
4
）九
三
九
頁
・
注
三
五
九
、
川
田
・
前
掲
注（
28
）一
四
七
―
一
四
八
頁
な
ど
。
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事

件
・
前
掲
注（
33
）、
創
育
事
件
・
前
掲
注（
27
）（
顧
客
取
引
禁
止
規
定
に
つ
い
て
）、
ロ
イ
ヤ
ル
通
商
事
件
〔
控
訴
審
〕・
前
掲
注（
65
）も

参
照
。

（
78
）　

代
償
措
置
等
は
、（
ａ
）
正
当
な
利
益
と
（
ｃ
）
競
業
制
限
の
範
囲
と
の
比
較
衡
量
も
前
提
と
な
る
弾
力
的
な
概
念
と
解
さ
れ
る
。

横
地
・
前
掲
注（
41
）一
四
頁
参
照
。
な
お
、
代
償
措
置
等
の
弾
力
性
に
関
連
し
、
ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注（
18
）は
、「
代
償
措
置
に
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不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
点
は
違
反
が
あ
っ
た
場
合
の
損
害
額
の
算
定
に
当
た
り
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ

の
こ
と
を
も
っ
て
本
件
競
業
避
止
条
項
の
有
効
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
判
示
し
た
が
、
こ
の
点
は
疑
問
で
あ
る
。
損
害
賠
償
の

算
定
（
効
果
論
）
は
、
競
業
避
止
義
務
違
反
が
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
か
ら
、
競
業
避
止
特
約
が
有
効
で
あ
る
こ
と
（
要
件
論
）
も
前

提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
損
害
賠
償
額
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
代
償
措
置
が
考
慮
さ
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
こ

の
要
素
は
全
く
空
洞
化
す
る
だ
ろ
う
し
、
特
に
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
判
断
の
予
測
を
さ
ら
に
困
難
な
も
の
に

す
る
不
均
衡
な
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
、
同
事
件
は
損
害
賠
償
の
み
が
請
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
競
業
避
止
特
約
の
公
序
違
反
性

は
、
原
告
の
求
め
る
請
求
が
損
害
賠
償
で
あ
っ
て
も
差
止
め
で
あ
っ
て
も
問
題
と
な
る
（
請
求
原
因
①
の
競
業
避
止
特
約
に
対
す
る
抗

弁
）
が
、
差
止
め
の
み
が
求
め
ら
れ
た
事
案
で
は
、
同
事
件
の
よ
う
な
解
釈
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
原
告
の
求
め
た

請
求
い
か
ん
と
い
う
手
続
法
的
な
事
情
に
よ
っ
て
、
競
業
避
止
義
務
と
い
う
実
体
法
上
の
義
務
の
存
否
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
不

合
理
で
あ
る
。
一
方
で
、
競
業
避
止
義
務
違
反
の
具
体
的
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
効
果
に
応
じ
た
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
り
（
前
記

2
⑶
も
参
照
）、
同
事
件
が
差
止
請
求
事
件
で
な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
荒
木
・
前
掲
注（
9
）三
二
七

頁
）。

（
79
）　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
前
掲
注（
2
）、
岩
城
硝
子
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
29
）、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ピ
ー
エ
ム
・
コ
ン
セ
プ
ツ
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処

分
）
事
件
・
前
掲
注（
8
）、
ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・

前
掲
注（
30
）、
リ
ー
フ
ラ
ス
事
件
・
前
掲
注（
18
）、
レ
ジ
ェ
ン
ド
事
件
〔
控
訴
審
〕・
前
掲
注（
36
）、
集
学
舎
事
件
・
前
掲
注（
8
）。

（
80
）　

ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）。
た
だ
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
よ
る
独
立
支
援
が
代
償
措
置
に
該
当
す
る
と
解
す
る
こ
と

に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
徳
住
堅
治
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
五
号
一
三
四
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
81
）　

第
一
紙
業
事
件
・
前
掲
注（
13
）、
京
都
地
判
平
成
二
九
・
五
・
二
九
・
前
掲
注（
41
）。

（
82
）　

後
記
三
3
⑵
の
通
り
、
退
職
後
の
競
業
行
為
を
理
由
と
す
る
退
職
金
不
支
給
の
場
面
で
は
、
不
支
給
事
由
該
当
性
な
ど
と
の
関
係
で

退
職
労
働
者
の
使
用
者
に
対
す
る
背
信
性
の
有
無
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
。

（
83
）　

新
大
阪
貿
易
事
件
・
前
掲
注（
34
）、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
21
）、
プ

ラ
ー
ナ
ー
事
件
・
前
掲
注（
36
）。
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（
84
）　

退
職
し
た
労
働
者
に
よ
る
背
信
的
な
自
由
競
争
逸
脱
行
為
に
当
た
る
よ
う
な
競
業
行
為
は
、
競
業
避
止
特
約
を
発
生
根
拠
と
す
る
競

業
避
止
義
務
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
職
業
選
択
の
自
由
の
保
障
が
後
退
し
、
不
法
行
為
も
構
成
し
う
る
（
サ
ク
セ
ス
ほ
か
（
三
佳
テ
ッ

ク
）
事
件
・
最
一
小
判
平
成
二
二
・
三
・
二
五
民
集
六
四
巻
二
号
五
六
二
頁
な
ど
）。
こ
の
理
解
の
よ
う
に
、
法
（
職
業
選
択
の
自
由
）

は
、
背
信
的
な
退
職
労
働
者
に
は
助
力
し
な
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
一
方
、
競
業
態
様
に
現
れ
る
退
職
労
働
者
の
背
信
性
は
、
競
業
避

止
義
務
違
反
の
段
階
（
請
求
原
因
②
）
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
で
あ
る
、
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
。
土
田
・
前
掲
注（
4
）九
三
五
頁
・

注
三
三
七
、
黄
若
翔
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
二
四
頁
。

（
85
）　

東
京
学
習
協
力
会
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
・
四
・
一
七
労
判
五
八
一
号
七
〇
頁
、
ア
イ
メ
ッ
ク
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
七
・

九
・
二
七
労
判
九
〇
九
号
五
六
頁
参
照
。

（
86
）　

新
大
阪
貿
易
事
件
・
前
掲
注（
34
）。

（
87
）　

東
京
学
習
協
力
会
事
件
・
前
掲
注（
85
）。
ア
イ
メ
ッ
ク
ス
事
件
・
前
掲
注（
85
）も
参
照
。

（
88
）　

プ
ラ
ー
ナ
ー
事
件
・
前
掲
注（
36
）。

（
89
）　

Ａ
特
許
事
務
所
事
件
〔
第
一
審
〕・
大
阪
地
決
平
成
一
七
・
一
〇
・
二
七
労
判
九
〇
八
号
五
七
頁
。

（
90
）　

土
田
・
前
掲
注（
4
）九
三
二
―
九
三
三
頁
も
参
照
。

（
91
）　

解
雇
権
濫
用
法
理
（
労
働
契
約
法
一
六
条
）
の
適
用
に
つ
い
て
も
同
様
の
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
雇
権
濫
用
法
理
に
お
け
る

権
利
濫
用
の
成
立
範
囲
は
、
実
体
法
上
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
解
雇
権
濫
用
の
評
価
根
拠
事
実
を
、
原
則
的
な
立
証
責
任

分
配
に
従
っ
て
地
位
確
認
請
求
訴
訟
の
原
告
た
る
労
働
者
に
対
し
て
詳
細
に
主
張
立
証
さ
せ
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
そ
こ
で
、
労
働
者

の
主
張
立
証
す
べ
き
評
価
根
拠
事
実
の
内
容
は
、
当
該
労
働
者
の
平
素
の
勤
務
状
況
が
通
常
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
足
り
る
、
と
解
す

る
見
解
が
あ
る
。
山
川
・
前
掲
注（
3
）二
〇
七
―
二
〇
八
頁
。

（
92
）　

田
島
・
前
掲
注（
26
）一
四
九
―
一
五
五
頁
は
、
評
釈
対
象
の
判
決
が
、
そ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
、
競
業
禁
止
の
範
囲
が
二
年
間
で
あ
る

こ
と
お
よ
び
同
業
種
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
、
労
働
者
が
主
張
立
証
す
べ
き
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
使
用

者
の
正
当
な
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
、
労
働
者
が
在
職
中
に
正
当
な
利
益
に
触
れ
う
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
、
十
分
な
代

償
措
置
が
あ
っ
た
こ
と
、
労
働
者
の
行
為
に
背
信
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
使
用
者
が
主
張
立
証
す
べ
き
公
序
違
反
の
評
価
障
害
事
実
と
位

置
づ
け
て
い
る
、
と
分
析
し
た
。
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（
93
）　

前
掲
注（
12
）。

（
94
）　

大
判
昭
和
七
・
四
・
八
民
集
一
一
巻
五
八
二
頁
、
大
判
昭
和
一
九
・
三
・
一
四
民
集
二
三
巻
一
四
七
頁
、
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総

論
』
一
三
三
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）、
潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅰ
』
五
四
三
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）、
中
田
裕
康
『
債

権
総
論
（
第
五
版
）』
二
四
〇
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
五
年
）
な
ど
。

（
95
）　

八
光
薬
品
ほ
か
事
件
・
前
掲
注（
17
）、
リ
ー
フ
ラ
ス
事
件
・
前
掲
注（
18
）。

（
96
）　

競
業
避
止
特
約
に
伴
う
賠
償
額
予
定
合
意
の
例
と
し
て
、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
前
掲
注（
17
）、
ヤ
マ
ダ
電
機
事
件
・
前
掲
注

（
18
）参
照
。

（
97
）　

横
地
・
前
掲
注（
14
）三
一
頁
。

（
98
）　

さ
ら
に
、
債
務
不
履
行
の
一
般
論
の
下
で
は
、
労
働
者
に
競
業
避
止
義
務
違
反
が
あ
っ
た
（
請
求
原
因
②
）
と
し
て
も
、
こ
れ
に
対

す
る
抗
弁
と
し
て
、
被
告
た
る
労
働
者
は
、
自
身
に
帰
責
事
由
が
な
か
っ
た
こ
と
（
免
責
事
由
）
の
評
価
根
拠
事
実
を
主
張
立
証
す
る
責

任
を
負
っ
て
い
る
。
伊
藤
＝
山
崎
・
前
掲
注（
26
）三
六
五
―
三
六
六
頁
。

（
99
）　

退
職
金
の
性
格
は
、「
法
的
」
性
格
で
は
な
く
、
当
該
制
度
に
お
け
る
退
職
金
の
仕
組
み
か
ら
看
取
さ
れ
る
経
済
的
機
能
の
表
現
で

あ
る
と
い
え
る
（
み
ず
ほ
銀
行
事
件
〔
控
訴
審
〕・
東
京
高
判
令
和
三
・
二
・
二
四
労
判
一
二
五
四
号
五
七
頁
参
照
）。

（
100
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
六
頁
、
小
田
急
電
鉄
（
退
職
金
請
求
）
事
件
・
東
京
高
判
平
成
一
五
・
一
二
・
一
一
労
判
八
六
七
号
五
頁
、

日
本
郵
便
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
五
・
三
・
二
六
判
時
二
一
九
六
号
一
三
二
頁
。

（
101
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
七
―
一
五
八
頁
、
水
町
勇
一
郎
『
詳
解　

労
働
法
〔
第
三
版
〕』
六
四
一
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇

二
三
年
）、
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
四
・
二
・
一
七
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25480497

。
日

本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）も
参
照
。

（
102
）　

日
本
郵
便
事
件
・
高
松
地
丸
亀
支
判
令
和
二
・
一
〇
・
一
九
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25568159

。

（
103
）　

エ
ス
プ
リ
事
件
・
東
京
地
判
令
和
四
・
一
二
・
二
労
経
速
二
五
二
〇
号
三
〇
頁
参
照
。

（
104
）　

日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）。

（
105
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
七
―
一
五
八
頁
、
水
町
・
前
掲
注（
101
）六
四
一
頁
。

（
106
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
六
頁
、
日
音
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
八
・
一
・
二
五
労
判
九
一
二
号
六
三
頁
、
東
京
海
上
日
動
火
災
保
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険
事
件
・
前
掲
注（
101
）、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）な
ど
。

（
107
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
六
頁
、
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
事
件
・
前
掲
注（
101
）、
日
本
郵
便
事
件
・
前
掲
注（
102
）。

（
108
）　

ヤ
マ
ト
運
輸
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
九
・
八
・
二
七
労
経
速
一
九
八
五
号
三
頁
。

（
109
）　

日
本
郵
便
事
件
・
前
掲
注（
102
）。

（
110
）　

退
職
金
支
払
請
求
お
よ
び
退
職
金
の
不
支
給
を
め
ぐ
る
要
件
事
実
論
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
一
定
の
蓄
積
が
あ
る
。
山
川
・
前

掲
注（
3
）二
三
九
頁
以
下
、
佐
々
木
宗
啓
ほ
か
編
『
類
型
別　
労
働
関
係
訴
訟
の
実
務
Ⅱ
（
改
訂
版
）』〔
鷹
野
旭
〕
五
七
九
頁
以
下
（
青

林
書
院
、
二
〇
二
二
年
）、
渡
辺
弘
『
労
働
関
係
訴
訟
Ⅱ
（
改
訂
版
）』
二
五
九
頁
以
下
（
青
林
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
山
口
幸
雄
ほ
か

編
『
労
働
事
件
審
理
ノ
ー
ト
〔
第
三
版
〕』〔
多
見
谷
寿
郎
＝
土
田
昭
彦
＝
田
中
芳
樹
＝
光
岡
弘
志
〕
一
三
五
頁
以
下
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、

二
〇
一
一
年
）、
田
島
・
前
掲
注（
26
）一
四
四
頁
以
下
。

（
111
）　

中
日
本
ハ
イ
ウ
ェ
イ
・
パ
ト
ロ
ー
ル
東
京
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
六
・
一
一
・
一
四
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
六
号
三
二
頁
、
Ｋ

Ｄ
Ｄ
Ｉ
事
件
・
東
京
地
判
平
成
三
〇
・
五
・
三
〇
労
判
一
一
九
二
号
四
〇
頁
、
伊
藤
忠
商
事
ほ
か
一
社
事
件
・
東
京
地
判
令
和
四
・
一

二
・
二
六
労
経
速
二
五
一
三
号
三
頁
。

（
112
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
八
七
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注（
110
）二
七
〇
頁
。

（
113
）　

一
方
、
個
別
合
意
を
根
拠
と
す
る
場
合
の
要
件
事
実
に
つ
き
、
田
島
・
前
掲
注（
26
）一
五
四
頁
以
下
。

（
114
）　

就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
の
場
合
に
つ
き
、
前
掲
注（
10
）も
参
照
。

（
115
）　

就
業
規
則
に
よ
る
競
業
避
止
義
務
の
設
定
の
可
否
に
つ
き
、
私
見
で
は
否
定
的
に
考
え
て
い
る
こ
と
は
前
記
二
2
⑴
の
通
り
で
あ
る

が
、
退
職
金
は
前
記
1
の
通
り
、
正
に
労
働
契
約
に
基
づ
く
権
利
・
労
働
条
件
で
あ
り
、
退
職
後
の
競
業
行
為
を
そ
の
退
職
金
債
権
発
生

の
解
除
条
件
と
す
る
こ
と
（
附
款
）
は
、「
労
働
条
件
」（
労
働
契
約
法
七
条
本
文
・
一
〇
条
本
文
）
に
当
た
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の

点
で
も
、
純
然
た
る
退
職
後
の
「
競
業
避
止
義
務
」
と
退
職
後
の
競
業
行
為
を
理
由
と
す
る
退
職
金
不
支
給
と
は
場
面
が
異
な
る
。

（
116
）　

中
部
日
本
広
告
社
事
件
・
名
古
屋
高
判
平
成
二
・
八
・
三
一
労
判
五
六
九
号
三
七
頁
、
ジ
ャ
ク
パ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
ほ
か
一
社
事

件
・
大
阪
地
判
平
成
一
二
・
九
・
二
二
労
判
七
九
四
号
三
七
頁
、
Ｅ
Ｖ
Ｏ
Ｌ
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ　
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
八
・

四
・
一
五
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
三
号
四
七
頁
。

（
117
）　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）、
東
京
コ
ム
ウ
ェ
ル
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
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二
・
三
・
二
六
労
経
速
二
〇
七
三
号
二
七
頁
、
三
田
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
事
件
・
東
京
高
判
平
成
二
二
・
四
・
二
七
労
判
一
〇
〇
五
号
二

一
頁
、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）。

（
118
）　

昭
和
二
二
・
九
・
一
三
発
基
一
七
号
。

（
119
）　

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
の
退
職
金
制
度
も
存
在
し
う
る
。
中
部
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
事
件
・
名
古
屋
地
判
平
成
六
・
六
・
三
労
判
六
八
〇
号
九

二
頁
参
照
。

（
120
）　

三
晃
社
事
件
・
最
二
小
判
昭
和
五
二
・
八
・
九
労
経
速
九
五
八
号
二
五
頁
な
ど
。
山
川
・
前
掲
注（
3
）二
四
一
―
二
四
二
頁
も
参
照
。

（
121
）　

菅
野
＝
山
川
・
前
掲
注（
76
）三
六
二
頁
、
佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
八
頁
、
中
部
日
本
広
告
社
事
件
・
前
掲
注

（
116
）、
ベ
ニ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
成
七
・
九
・
二
九
労
判
六
八
七
号
六
九
頁
。
附
款
で
あ
る
解
除
条
件
の
定
め
と
そ
の
条
件
成
就
の
主

張
立
証
責
任
は
、
そ
れ
に
よ
る
効
力
を
主
張
す
る
使
用
者
が
負
う
。
司
法
研
修
所
編
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
第
一
巻
（
増
補
）』

一
一
二
頁
（
法
曹
会
、
一
九
八
六
年
）。
一
方
、
労
働
者
に
よ
る
退
職
後
の
競
業
行
為
な
ど
の
不
存
在
を
退
職
金
債
権
発
生
の
停
止
条
件

と
解
す
る
見
解
と
し
て
、
荒
木
尚
志
ほ
か
編
『
注
釈
労
働
基
準
法
・
労
働
契
約
法
第
一
巻
』〔
森
戸
英
幸
〕
三
二
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇

二
三
年
）。
不
支
給
事
由
を
停
止
条
件
と
解
す
る
と
、
条
件
成
就
（
支
給
要
件
の
充
足
）
は
、
労
働
者
が
主
張
立
証
責
任
を
負
う
（
司
法

研
修
所
・
前
掲
一
一
一
頁
）
た
め
、
使
用
者
の
（
抗
弁
②
に
代
わ
る
）
停
止
条
件
の
抗
弁
に
対
し
、
労
働
者
は
、
再
抗
弁
と
し
て
、
競
業

避
止
義
務
違
反
が
な
か
っ
た
こ
と
（
抗
弁
②
❶
・
❷
参
照
）
や
、
功
労
抹
消
減
殺
が
な
か
っ
た
こ
と
（
抗
弁
②
❸
参
照
）
を
主
張
立
証
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
122
）　

渡
辺
・
前
掲
注（
110
）二
七
三
頁
。

（
123
）　

使
用
者
の
損
害
賠
償
債
権
（
例
え
ば
、
前
記
二
1
の
訴
訟
物
①
の
権
利
）
を
自
働
債
権
、
労
働
者
の
退
職
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す

る
、
使
用
者
か
ら
の
一
方
的
相
殺
の
意
思
表
示
は
、「
賃
金
」
た
る
退
職
金
債
権
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
使
用
者
か
ら
の
相
殺
禁
止
の
趣
旨
を
含
む
労
働
基
準
法
二
四
条
に
違
反
す
る
た
め
、
抗
弁
に
な
り
え
な
い
（
主
張
自
体
失
当
）。
山

口
ほ
か
・
前
掲
注（
110
）一
三
九
頁
。

（
124
）　

退
職
金
一
部
不
支
給
条
項
が
労
働
基
準
法
一
六
条
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
例
と
し
て
、
三
晃
社
事
件
・
前
掲
注（
120
）。
前
掲
注

（
17
）も
参
照
。

（
125
）　
「
会
社
の
承
諾
な
く
退
職
し
た
」
と
い
う
不
支
給
事
由
を
不
合
理
で
あ
る
と
判
断
し
た
例
が
あ
る
（
東
花
園
事
件
・
東
京
地
判
昭
和
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五
二
・
一
二
・
二
一
労
判
二
九
〇
号
三
五
頁
）。
ほ
か
に
も
、
軽
微
な
手
続
違
反
を
不
支
給
事
由
と
す
る
こ
と
も
不
合
理
と
解
さ
れ
る
。

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
八
二
頁
、
土
田
・
前
掲
注（
4
）三
七
〇
頁
。
帝
国
デ
ン
タ
ル
製
作
所
事
件
・
東
京
地
判
昭
五

九
・
三
・
六
労
経
速
一
一
八
七
号
八
頁
も
参
照
。
一
方
、「
業
務
の
完
全
な
る
引
き
継
ぎ
を
な
さ
ず
し
て
退
職
し
た
」
と
い
う
不
支
給
事

由
は
、
こ
の
点
か
ら
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。
日
音
事
件
・
前
掲
注（
106
）。

（
126
）　

山
川
・
前
掲
注（
3
）二
四
二
頁
。
三
晃
社
事
件
・
前
掲
注（
120
）、
小
田
急
電
鉄
（
退
職
金
請
求
）
事
件
・
前
掲
注（
100
）な
ど
も
参
照
。

（
127
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
八
二
頁
。

（
128
）　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）。

（
129
）　

三
晃
社
事
件
・
前
掲
注（
120
）も
、
退
職
後
一
定
期
間
に
お
け
る
同
業
他
社
へ
の
就
職
の
制
限
に
反
し
た
退
職
労
働
者
の
退
職
金
に
つ

き
、
支
給
額
を
自
己
都
合
退
職
の
半
額
と
定
め
る
こ
と
も
、
当
該
「
退
職
金
が
功
労
報
償
的
な
性
格
を
併
せ
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ

ば
、
合
理
性
の
な
い
措
置
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
見
解
と
し
て
、
退
職
金

の
賃
金
後
払
的
性
格
を
不
支
給
条
項
の
合
理
性
の
評
価
障
害
事
実
と
位
置
づ
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
七
―
一

五
八
頁
、
水
町
・
前
掲
注（
101
）六
四
一
頁
。

（
130
）　

ジ
ャ
ク
パ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
ほ
か
一
社
事
件
・
前
掲
注（
116
）。

（
131
）　

中
部
日
本
広
告
社
事
件
・
前
掲
注（
116
）は
、「
退
職
後
六
か
月
以
内
に
同
業
他
社
に
就
職
し
た
場
合
」
は
、
単
に
そ
の
事
実
が
あ
る

だ
け
で
は
足
り
ず
、「
労
働
の
対
償
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
〔
使
用
者
〕
に
対
す
る
顕
著
な
背
信
性
が

あ
る
場
合
」
と
限
定
解
釈
し
た
。
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
一
・
一
〇
・
二
八
労
判
五
六
九
号
三
七
頁
、
ヤ
マ
ガ
タ
事

件
・
東
京
地
判
平
成
二
二
・
三
・
九
労
経
速
二
〇
七
三
号
一
五
頁
、
東
京
コ
ム
ウ
ェ
ル
事
件
・
前
掲
注（
117
）、
Ｅ
Ｖ
Ｏ
Ｌ
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
事
件
・
前
掲
注（
116
）も
参
照
。

（
132
）　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
前
掲
注（
30
）。

（
133
）　

た
だ
し
判
決
文
で
は
、
競
業
避
止
条
項
が
公
序
違
反
に
な
ら
ず
に
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
条
項
違
反
を
理
由
と
す
る
退
職
金
不

支
給
の
根
拠
規
定
で
あ
る
不
支
給
条
項
も
有
効
だ
と
判
断
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事

件
・
前
掲
注（
30
）と
同
様
、
不
支
給
事
由
の
有
効
性
（
公
序
違
反
性
）
を
競
業
避
止
義
務
条
項
の
有
効
性
に
依
拠
あ
る
い
は
連
動
さ
せ
て

い
る
と
読
め
る
（
抗
弁
①
❶
に
対
す
る
公
序
違
反
の
再
抗
弁
・
再
々
抗
弁
）。
も
っ
と
も
、
同
事
件
と
異
な
り
、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
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ズ
事
件
の
不
支
給
条
項
は
、
そ
れ
自
体
が
競
業
避
止
義
務
条
項
の
存
立
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
同
事
件
の

不
支
給
条
項
は
、
広
く
法
令
違
反
や
契
約
違
反
な
ど
を
不
支
給
事
由
と
定
め
て
お
り
、
競
業
禁
止
の
内
容
が
不
支
給
条
項
に
定
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
不
支
給
条
項
自
体
は
、
直
ち
に
職
業
選
択
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
見
し
て
不
合
理
な
も
の
で
も
な

か
っ
た
（
前
記
ア
、
前
掲
注（
125
）参
照
）
こ
と
か
ら
、
公
序
違
反
性
が
問
題
と
な
る
規
定
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

同
事
件
の
競
業
避
止
義
務
条
項
の
有
効
性
は
、
本
文
で
論
じ
た
よ
う
に
、
不
支
給
事
由
該
当
性
の
有
無
の
中
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
だ

と
解
さ
れ
る
。

（
134
）　

退
職
金
不
支
給
も
職
業
選
択
の
自
由
と
の
抵
触
が
生
じ
う
る
こ
と
は
、
損
害
賠
償
や
差
止
め
と
同
様
で
あ
る
（
前
記
二
2
⑶
の
通
り
、

差
止
め
は
他
二
者
よ
り
も
そ
の
抵
触
の
程
度
が
大
き
い
。）。
荒
木
・
前
掲
注（
9
）三
二
七
頁
。

（
135
）　

退
職
後
の
競
業
行
為
が
使
用
者
に
対
す
る
背
信
行
為
に
当
然
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
サ
ク
セ
ス
ほ
か
（
三
佳
テ
ッ
ク
）
事
件
・

前
掲
注（
84
）か
ら
も
窺
え
る
。

（
136
）　

前
掲
注（
117
）参
照
。

（
137
）　

前
掲
注（
116
）参
照
。

（
138
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
七
―
五
九
八
頁
参
照
。

（
139
）　

早
期
退
職
制
度
は
、
一
般
的
に
は
、
通
常
の
退
職
金
制
度
と
は
別
個
の
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
物
と
し
て
も
別
個
の
も
の
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
労
働
者
が
通
常
の
退
職
金
と
加
算
退
職
金
の
両
方
の
支
払
い
を
請
求
す
る
場
合
、
訴
訟
物
は
二

個
の
「
労
働
契
約
に
基
づ
く
退
職
金
支
払
請
求
権
」（
単
純
併
合
）
と
な
る
。
加
算
退
職
金
に
関
す
る
請
求
原
因
と
し
て
は
、
具
体
的
な

早
期
退
職
制
度
の
内
容
に
よ
る
が
、
通
常
の
退
職
金
に
対
応
し
、
①
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
に
お
け
る
労
働
契
約
、
②
加
算
退
職
金
の

支
給
要
件
（
退
職
者
の
年
齢
・
勤
続
年
数
な
ど
）・
支
給
基
準
（
退
職
時
の
賃
金
額
な
ど
）・
支
給
手
続
（
使
用
者
の
承
認
な
ど
）
な
ど
に

関
す
る
規
定
、
③
加
算
退
職
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
原
告
が
早
期
退
職
に
応
募
し
、
被
告
が
こ
れ
を
承
認
し
た
こ
と
に
よ
り

原
告
が
退
職
し
た
事
実
な
ど
）
お
よ
び
支
給
金
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
事
実
（
退
職
時
の
原
告
の
年
齢
・
勤
続
年
数
、
賃
金
額
な
ど
）
が

考
え
ら
れ
よ
う
。

（
140
）　

特
に
第
一
紙
業
事
件
・
前
掲
注（
13
）は
、
退
職
後
の
競
業
制
限
の
範
囲
に
つ
い
て
地
域
の
み
な
ら
ず
、
期
間
や
対
象
職
種
に
も
限
定

が
な
い
事
案
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
期
退
職
制
度
に
お
け
る
競
業
避
止
義
務
条
項
を
有
効
と
判
断
し
た
。
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（
141
）　

第
一
紙
業
事
件
・
前
掲
注（
13
）、
京
都
地
判
平
成
二
九
・
五
・
二
九
・
前
掲
注（
41
）。

（
142
）　

富
士
通
（
退
職
金
特
別
加
算
金
）
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
七
・
一
〇
・
三
労
判
九
〇
七
号
一
六
頁
、
野
村
證
券
元
従
業
員
事
件
・

東
京
地
判
平
成
二
八
・
三
・
三
一
労
判
一
一
四
四
号
三
七
頁
。

（
143
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
七
頁
、
菅
野
＝
山
川
・
前
掲
注（
76
）三
六
一
頁
。
橋
元
運
輸
事
件
・
名
古
屋
地
判
昭
和
四
七
・
四
・
二
八

判
時
六
八
〇
号
八
八
頁
、
ベ
ニ
ス
事
件
・
前
掲
注（
121
）、
ア
ン
カ
ー
産
業
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
一
四
・
七
・
一
九
労
経
速
一
八
一
六
号

一
七
頁
、
東
京
貸
物
社
（
退
職
金
）
事
件
・
前
掲
注（
68
）、
小
田
急
電
鉄
（
退
職
金
請
求
）
事
件
・
前
掲
注（
100
）、
ヤ
マ
ガ
タ
事
件
・
前

掲
注（
131
）、
日
本
圧
着
端
子
製
造
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
九
・
一
一
・
一
五
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
三
号
二
六
頁
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
事

件
・
前
掲
注（
111
）、
み
ず
ほ
銀
行
事
件
〔
第
一
審
〕・
東
京
地
判
令
和
二
・
一
・
二
九
労
判
一
二
五
四
号
六
二
頁
、
日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）な
ど
参
照
。
一
方
、
み
ず
ほ
銀
行
事
件
〔
控
訴
審
〕・
前
掲
注（
99
）は
、
功
労
抹
消
減
殺
行
為
と
い
う
不
支
給

事
由
の
限
定
解
釈
の
枠
組
み
で
は
な
く
、
懲
戒
解
雇
さ
れ
た
者
の
退
職
金
は
、
不
支
給
条
項
に
基
づ
い
て
原
則
と
し
て
不
支
給
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
使
用
者
が
退
職
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
「
不
支
給
と
す
る
こ
と
」
が
使
用
者
の
裁
量
権
の
濫
用
に
な
る

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
退
職
金
不
支
給
の
可
否
を
判
断
す
る
枠
組
み
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
退
職
金
支
給
の
有
無
・
内
容
は
、
一
般
的
な

退
職
金
制
度
の
下
で
は
、
退
職
金
の
支
給
要
件
（
不
支
給
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
含
む
）・
支
給
基
準
を
定
め
た
条
項
を
根
拠
に
、

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
事
実
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
（
請
求
原
因
③
お
よ
び
抗
弁
②
）
こ
と
か
ら
、
退
職
金
不
支
給
決
定
は
使
用
者
の
法
律

行
為
で
は
な
い
（
不
支
給
の
決
定
が
通
知
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
旨
の
観
念
の
通
知
に
す
ぎ
な
い
）
と
思
わ
れ
る
（
こ
の
点
で
、

退
職
金
不
支
給
決
定
が
退
職
手
当
支
給
制
限
処
分
と
し
て
行
政
処
分
た
る
性
格
を
有
し
、
全
部
ま
た
は
一
部
の
退
職
手
当
支
給
制
限
処
分

に
関
す
る
退
職
手
当
管
理
機
関
の
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
が
取
消
訴
訟
の
中
で
問
題
と
な
る
公
務
員
関
係
と
は
異
な
る
。）。
し
た
が
っ
て
、

不
支
給
事
由
が
債
権
発
生
の
解
除
条
件
や
制
度
の
適
用
除
外
事
由
と
解
さ
れ
る
（
前
記
⑴（
ｉ
））
限
り
、
使
用
者
の
裁
量
権
行
使
は
存
在

し
な
い
た
め
、
そ
の
濫
用
そ
の
も
の
は
観
念
す
る
余
地
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私

企
業
の
労
働
者
の
退
職
金
不
支
給
に
つ
い
て
は
、
功
労
報
償
的
性
格
に
由
来
す
る
使
用
者
の
裁
量
的
判
断
（
小
田
急
電
鉄
（
退
職
金
請

求
）
事
件
・
前
掲
注（
100
））
の
適
正
さ
が
、
不
支
給
事
由
該
当
性
（
功
労
抹
消
減
殺
行
為
の
有
無
）
の
判
断
を
通
じ
て
実
質
審
査
さ
れ
て

き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
み
ず
ほ
銀
行
事
件
控
訴
審
判
決
は
、
退
職
金
の
性
格
を
審
査
密
度
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
使
用
者
の
裁

量
権
濫
用
の
枠
組
み
を
示
し
た
が
、
水
町
・
前
掲
注（
101
）六
四
〇
頁
注
五
三
も
、
退
職
金
の
性
格
評
価
を
踏
ま
え
、
使
用
者
の
恣
意
的
運
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用
を
防
止
す
る
解
釈
の
蓄
積
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
同
事
件
判
決
を
批
判
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
事
件
判
決
の
枠
組
み
は
、
私
企
業

の
労
働
者
の
退
職
金
不
支
給
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
一
般
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
自
社
年
金
た
る
退
職
金
の
不
支
給
事
由

の
み
な
ら
ず
、
確
定
給
付
企
業
年
金
の
支
給
制
限
事
由
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
五
四
条
、
同
法
施
行
令
三
四
条
二
号
、
同
法
施
行
規
則

三
一
条
各
号
）
に
つ
い
て
も
、
裁
判
例
は
同
様
の
限
定
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
中
日
本
ハ
イ
ウ
ェ
イ
・
パ
ト
ロ
ー
ル
東
京
事
件
・
前
掲
注

（
111
）、
伊
藤
忠
商
事
ほ
か
一
社
事
件
・
前
掲
注（
111
）。
一
方
、
行
政
解
釈
と
し
て
平
成
一
四
・
三
・
二
九
年
発
〇
三
二
九
〇
〇
八
号
も
参

照
。

（
144
）　

小
田
急
電
鉄
（
退
職
金
請
求
）
事
件
・
前
掲
注（
100
）。
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
場
合
、
全
額
不
支
給
が
不
相
当
で
あ
る
事
案
で
、

一
部
不
支
給
の
根
拠
規
定
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
全
額
に
つ
い
て
退
職
金
支
払
請
求
が
認
容
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

（
145
）　

日
音
事
件
・
前
掲
注（
106
）参
照
。

（
146
）　

山
川
・
前
掲
注（
3
）二
四
三
頁
、
佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
二
頁
。

（
147
）　

山
川
・
前
掲
注（
3
）二
四
二
頁
。
日
音
事
件
・
前
掲
注（
106
）に
関
す
る
後
掲
注（
148
）も
参
照
。

（
148
）　

土
田
・
前
掲
注（
4
）三
六
九
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注（
110
）二
七
六
頁
。
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
事
件
・
前
掲
注（
111
）は
、「
退
職
金
は
、
通
常
、
賃

金
の
後
払
い
的
性
格
と
功
労
報
償
的
性
格
と
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
懲
戒
解
雇
さ
れ
た
場
合
に
…
…
当
然
に
退
職
金
が
不
支
給

と
な
る
と
解
す
る
の
は
相
当
で
な
く
、
…
…
不
支
給
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
を
不
支
給
又
は
減
額
支
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
…
…

長
年
の
勤
続
の
功
を
抹
消
な
い
し
減
殺
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
著
し
く
信
義
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
」
と
述
べ

る
。
こ
れ
に
関
連
し
、「
懲
戒
解
雇
が
有
効
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
従
業
員
の
そ
れ
ま
で
の
勤
続
の
功
を
抹

消
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
著
し
く
信
義
に
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
（
評
価
）
が
事
実
上
推
定
さ
れ
」、
従
業
員
で
あ
る
原
告
が

「
そ
れ
ま
で
の
勤
続
の
功
を
抹
消
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
著
し
く
信
義
に
反
す
る
と
い
う
評
価
を
障
害
す
る
事
実
を
立
証
し
な
い
限
り
、
当

該
従
業
員
に
は
そ
れ
ま
で
の
勤
続
の
功
を
抹
消
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
著
し
く
信
義
に
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
も
の
と

し
て
扱
う
」
と
述
べ
た
例
も
あ
る
（
日
音
事
件
・
前
掲
注（
106
））。
し
か
し
、
退
職
金
制
度
の
仕
組
み
や
そ
こ
か
ら
看
取
さ
れ
る
機
能
・

性
格
お
よ
び
そ
の
比
重
が
多
様
で
あ
る
こ
と
や
、（
同
事
件
判
決
自
身
も
懲
戒
解
雇
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
）
功
労
抹
消
減
殺
に
も
濃

淡
が
あ
り
（「
抹
消
」
や
「
減
殺
」
な
ど
）、
そ
れ
に
応
じ
て
退
職
金
の
（
不
）
支
給
の
範
囲
も
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、（
同
事
件
判
決

の
射
程
が
当
該
事
案
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
）
こ
の
よ
う
な
推
定
を
認
め
る
こ
と
に
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
（
し
か
も
、
懲
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戒
権
濫
用
も
規
範
的
要
件
で
あ
り
、
そ
の
成
立
が
一
義
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
法
的
評
価
を
前
提
と
す
る
推
定
は
、
立

証
活
動
や
認
定
・
評
価
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
は
考
え
難
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
実
益
も
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
も
、

実
体
法
上
は
、
懲
戒
解
雇
が
有
効
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
な
お
功
労
抹
消
減
殺
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

る
点
で
、
退
職
金
不
支
給
の
可
否
の
ほ
う
が
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
は
い
え
る
し
、
懲
戒
権
濫
用
の
評
価
障
害
事
実

と
退
職
金
不
支
給
に
お
け
る
功
労
抹
消
減
殺
の
評
価
根
拠
事
実
が
重
複
す
る
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

（
149
）　

小
田
急
電
鉄
事
件
（
東
京
地
判
令
和
五
・
一
二
・
一
九
労
判
一
三
一
一
号
四
六
頁
）。
た
だ
し
、
こ
れ
は
退
職
一
時
金
に
加
え
、
確

定
給
付
企
業
年
金
も
請
求
さ
れ
て
い
る
事
案
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
エ
イ
チ
シ
ー
事
件
・
東
京
地
判
令
和
三
・
六
・
二
三
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ

ル
一
一
七
号
五
二
頁
も
参
照
。

（
150
）　

田
島
・
前
掲
注（
26
）一
五
四
頁
参
照
。

（
151
）　

ア
ス
ク
事
件
・
東
京
地
判
令
和
五
・
四
・
一
二
判
例
集
未
登
載LEX

/D
B

文
献
番
号25596622

。

（
152
）　

小
田
急
電
鉄
（
退
職
金
請
求
）
事
件
・
前
掲
注（
100
）。

（
153
）　

一
方
、
み
ず
ほ
銀
行
事
件
〔
控
訴
審
〕・
前
掲
注（
99
）は
、
退
職
金
不
支
給
の
可
否
判
断
の
審
査
密
度
が
退
職
金
の
性
格
に
よ
る
影

響
を
受
け
な
い
も
の
と
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
注（
143
）参
照
。

（
154
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
二
―
五
九
四
頁
。
山
口
ほ
か
・
前
掲
注（
110
）一
四
〇
―
一
四
一
頁
、
水
町
・
前
掲
注

（
101
）六
四
〇
頁
も
参
照
。
中
部
日
本
広
告
社
事
件
・
前
掲
注（
116
）は
、「
不
支
給
条
項
の
必
要
性
、
退
職
従
業
員
の
退
職
に
至
る
経
緯
、

退
職
の
目
的
、
退
職
従
業
員
が
競
業
関
係
に
立
つ
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〔
使
用
者
〕
の
被
っ
た
損
害
な
ど
」
を
考
慮
要
素
に
、

使
用
者
に
対
す
る
「
顕
著
な
背
信
性
」（
前
掲
注（
131
））
の
有
無
を
判
断
す
る
、
と
解
し
た
。

（
155
）　

東
京
コ
ム
ウ
ェ
ル
事
件
・
前
掲
注（
117
）。
福
井
新
聞
社
事
件
・
福
井
地
判
昭
和
六
二
・
六
・
一
九
労
判
五
〇
三
号
八
三
頁
も
参
照
。

（
156
）　

日
本
産
業
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注（
33
）。

（
157
）　

ベ
ニ
ス
事
件
・
前
掲
注（
121
）。
同
事
件
で
は
、「
退
職
前
に
就
業
規
則
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
及
び
、
退
職
後
に
お
い
て

も
、
当
社
に
対
し
損
害
を
与
え
る
が
如
き
行
為
又
は
、
不
都
合
な
る
行
為
あ
り
た
る
場
合
」
と
い
う
抽
象
的
な
一
部
不
支
給
条
項
に
つ
き
、

「
制
限
条
項
の
規
定
の
仕
方
が
抽
象
的
で
あ
っ
て
一
義
的
に
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
条
項
を
無
効
と

す
べ
き
で
は
な
い
が
、
右
条
項
が
果
た
す
規
範
役
割
は
希
薄
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
退
職
従
業
員
を
保
護
す
る
見
地
か
ら
、
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そ
の
適
用
は
よ
り
い
っ
そ
う
厳
格
な
条
件
の
下
で
行
う
べ
き
で
あ
り
、
背
信
性
が
極
め
て
強
い
場
合
に
限
り
そ
の
適
用
を
許
す
の
が
妥
当

で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

（
158
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
七
頁
。
こ
の
点
に
つ
き
、
東
京
コ
ム
ウ
ェ
ル
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
五
・
九
・
一
九

労
判
八
六
四
号
五
三
頁
は
、「
規
定
の
不
備
に
よ
る
不
利
益
は
、
こ
れ
を
制
定
し
た
使
用
者
に
お
い
て
甘
受
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
159
）　

荒
木
・
前
掲
注（
9
）一
五
六
頁
。

（
160
）　

具
体
的
な
事
由
を
定
め
た
不
支
給
条
項
は
存
在
し
て
い
て
も
、
例
え
ば
、
退
職
金
規
程
で
は
「
懲
戒
解
雇
さ
れ
た
こ
と
」
の
み
を
不

支
給
事
由
と
し
て
規
定
し
て
お
り
、
懲
戒
解
雇
相
当
の
行
為
を
行
っ
た
が
、
懲
戒
解
雇
さ
れ
る
こ
と
な
く
既
に
退
職
し
た
労
働
者
に
対
し

て
適
用
可
能
な
不
支
給
事
由
が
存
在
し
な
い
場
合
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
菅
野
＝
山
川
・
前
掲
注（
76
）三
六
二
頁
、
土
田
・
前
掲
注（
4
）三

六
六
頁
注
一
八
〇
、
佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
九
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注（
110
）二
七
六
頁
。

（
161
）　

こ
の
よ
う
な
抗
弁
の
成
立
を
お
よ
そ
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
（
西
谷
・
前
掲
注（
6
）三
〇
六
頁
、
荒
木
ほ
か
〔
森
戸
〕・
前
掲
注

（
121
）三
一
九
頁
）。
し
か
し
、
退
職
金
支
払
請
求
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
私
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
権
利
濫
用
が
観
念
さ
れ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
り
、
退
職
金
不
支
給
条
項
の
不
備
を
も
っ
て
労
働
者
に
よ
る
悪
質
な
権
利
行
使
を
法
が
容
認
す
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、（
本
文

で
論
じ
た
よ
う
に
、
退
職
金
不
支
給
の
相
当
性
の
審
査
密
度
は
厳
格
に
な
る
と
し
て
も
）
権
利
濫
用
の
成
立
の
可
能
性
を
一
般
論
と
し
て

否
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
162
）　

東
京
ゼ
ネ
ラ
ル
・
東
京
地
判
平
成
八
・
四
・
二
六
労
判
六
九
七
号
五
七
頁
、
ピ
ア
ス
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
一
・
三
・
三
〇
労
判

九
八
七
号
六
〇
頁
、
日
本
熱
源
シ
ス
テ
ム
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
四
・
二
・
二
四
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
一
八
頁
、
ア
ス
ク
事

件
・
前
掲
注（
151
）な
ど
。
労
働
者
の
行
状
等
の
背
信
性
を
考
慮
し
た
ア
イ
ビ
・
プ
ロ
テ
ッ
ク
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
二
・
一
二
・
一
八

労
判
八
〇
三
号
七
四
頁
も
参
照
。

（
163
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）六
〇
一
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注（
110
）二
七
七
頁
。

（
164
）　

前
掲
注（
158
）の
東
京
コ
ム
ウ
ェ
ル
事
件
の
指
摘
も
参
照
。

（
165
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）六
〇
一
頁
。

（
166
）　

使
用
者
が
不
当
利
得
返
還
請
求
を
行
っ
た
例
と
し
て
、
三
晃
社
事
件
・
前
掲
注（
120
）、
福
井
新
聞
社
事
件
・
前
掲
注（
155
）、
ジ
ャ
ク

パ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
ほ
か
一
社
事
件
・
前
掲
注（
116
）、
日
本
圧
着
端
子
製
造
事
件
・
前
掲
注（
143
）。
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（
167
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
八
頁
。
菅
野
＝
山
川
・
前
掲
注（
76
）三
六
三
頁
も
参
照
。
一
方
、
既
払
い
退
職
金
の
返

還
が
賃
金
全
額
払
原
則
（
労
働
基
準
法
二
四
条
一
項
本
文
）
に
違
反
す
る
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
（
水
町
・
前
掲
注（
101
）六
四
一
頁
）。

た
だ
、
退
職
金
が
、
既
払
い
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
賃
金
」
に
該
当
す
る
と
解
し
た
と
し
て
も
、「
賃
金
」
の
不
当
利
得
返
還
を
求
め

る
こ
と
自
体
は
、
賃
金
全
額
払
原
則
に
は
抵
触
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
福
島
県
教
組
事
件
・
最
一
小
判
昭
和
四
四
・
一
二
・
一
八
民
集
二

三
巻
一
二
号
二
四
九
五
頁
で
も
、
同
原
則
と
の
関
係
で
問
題
に
さ
れ
た
の
は
、
賃
金
の
控
除
、
す
な
わ
ち
、
過
払
賃
金
に
よ
っ
て
生
じ
た

不
当
利
得
返
還
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
行
う
調
整
的
相
殺
を
通
じ
て
、
賃
金
の
一
部
を
実
際
に
支
払
う
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た

（
し
か
も
、
そ
れ
も
必
ず
し
も
同
原
則
違
反
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。）。
一
方
、
同
事
件
判
決
は
、
過
払
賃
金
に
関
す
る
不
当
利
得

返
還
債
権
が
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
の
問
題
性
は
特
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

（
168
）　

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
興
業
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
三
・
五
・
一
二
労
判
一
〇
三
二
号
五
号
。

（
169
）　

退
職
金
を
支
払
っ
た
後
に
そ
の
返
還
を
求
め
う
る
旨
を
定
め
る
条
項
は
、
退
職
金
が
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
支
給
さ
れ
な
い
事
由
の
存

在
を
前
提
に
し
て
お
り
、
不
支
給
条
項
が
な
い
の
に
返
還
条
項
の
み
が
存
在
す
る
退
職
金
制
度
と
い
う
も
の
は
ま
ず
想
定
し
え
な
い
。
ま

た
、
不
当
利
得
返
還
の
確
認
的
規
定
で
あ
る
返
還
条
項
に
よ
っ
て
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
が
強
化
さ
れ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

（
170
）　

司
法
研
修
所
・
前
掲
注（
121
）二
八
五
頁
。

（
171
）　

佐
々
木
ほ
か
〔
鷹
野
〕・
前
掲
注（
110
）五
九
九
頁
、
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二

〇
・
一
一
・
二
八
労
判
九
七
四
号
八
七
頁
、
第
一
紙
業
事
件
・
前
掲
注（
13
）。
一
方
、
不
法
行
為
に
基
づ
き
、
早
期
退
職
割
増
金
相
当
額

の
損
害
賠
償
を
認
め
た
例
と
し
て
、
京
都
地
判
平
成
二
九
・
五
・
二
九
・
前
掲
注（
41
）が
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
質
的
に
は
早
期
退
職
制
度

に
基
づ
く
加
算
退
職
金
（
前
記
⑴（
ⅱ
）
ウ
）
の
返
還
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
172
）　

サ
ク
セ
ス
ほ
か
（
三
佳
テ
ッ
ク
）
事
件
・
前
掲
注（
84
）な
ど
。


